
議案第3号

人権擁護委員候補者の推薦につ いて

人権擁護委員として次の者を推薦したい。

氏 名 生年月日 住 所

橋 本 愼 朗

令和7年 2月28日 提出

日向市長 西 村 賢
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議案第4号

人権擁護委員候補者の推薦について

人権擁護委員として次の者を推薦したい。

氏 名 生年月日 住 所

黒 木 克 也

令和7年 2月28日 提出

日向市長 西 村  賢
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日向市職員定数条例の一部を改正する条例

日向市職員定数条例 (昭和42年 日向市条例第4号)の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

議案第 5号

リ 改正前 』 改正後
(職員の定数)

第2条 前条の職員の定数は、次のとお りとする。

(1) [略1

(2) 市長の事務部局の職員 (地方公営企業法 (昭和27年法律第292号)第

15条に規定する職員及び消防組織法第11条第2項に規定する消防職員を

除く。) 409人

(3) [略」

(4) 教育委員会の事務部局及び教育委員会の所管に属する学校その他の教

育機関の職員 60人

(5) [略」

(6) 公平委員会の事務部局の職員 3人 (市長の事務部局の職員をもって

併任する。)

(7)～ (9) [略コ

2 次に掲げる職員は、前項の職員に含まないものとする。

(1)・(2) [略]

(3) 地方公務員の育児休業等に関する法律 (平成3年法律第110号)第2

条第1項の規定により育児休業をしている職員 (当該職員の業務を処理

(職員の定数)

第2条 前条の職員の定数は、次のとお りとす る。

(1) [略」

(2) 市長の事務部局の職員 (地方公営企業法 (昭和27年法律第292号)第

15条に規定する職員及び消防組織法第11条第2項に規定する消防職員を

除く。) 419人

(3) [略1

(4) 教育委員会の事務部局及び教育委員会の所管に属する学校その他の教

育機関の職員 50人

(5) [略]

(6) 公平委員会の事務部局の職員 3人 (市長の事務部局の職員をもって

併任する。)

(7)～(9) [略1

2 次に掲げる職員は、前項の職員に含まないものとする。

(1)・(2) [略コ

(3) 地方公務員の育児休業等に関する法律 (平成3年法律第110号)第2

条第1項の規定により育児休業をしている職員

するため、同法第6条第1項の規定により任期を定めた採用が行われた I
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場合に限る。)

(4)～ (6) [略」

附 則

1～ 3 [略]

4 令和6年 4月1目か ら令和15年3月31目までの間は、第2条第1項第2号

中 「409人」 とあるのは、 「419人」 とす る。

附 則

この条例は、令和 7年 4月1日か ら施行する。

(4)～(6) [略1

3 前項第1号から第5号までに掲げる職員が復職した場合は、その復職した

日の属する年度の末日までの間は、第1項に規定する定数に含めないものと

する

附 則

1～3 [略1

4 令和6年 4月1日か ら令和15年3月31日までの間は、第2条第1項第2号

中 「419人」 とあるのは、 「429人」 とする。

令和7年 2月28日

日向直長 西



日向市部設置条例の一部を改正する条例

目向市部設置条例 (平成17年 日向市条例第99号)の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

議案第 6号

改正前 改正後

(部の設置)

第2条 市長の権限に属する事務を分掌させるため、次の部を置く。

[略1

商工観光部

[略1

(分掌事務)

第3条 各部の分掌事務は、次のとお りとする。

(1) 総合政策部

ア・イ [略]

(部の設置)

第2条 市長の権限に属する事務を分掌させるため、次の部を置く。

[略1

経済戦略部

[略1

(分掌事務)

第3条 各部の分掌事務は、次のとお りとする。

(1) 総合政策部

ア・イ [略コ

ウ 行政経営に関すること。

ウ～サ [略]

(2) 総務部

ア～オ [略」

力 行政経営に関すること。

エ～ シ [略1

(2) 総務部

ア～ オ [略 」

キ～ケ [略1

(3)～ (5) [略コ

(6) 寵雲坦光都

カ～ク [略1

(3)～(5) [略」

(6) 経渣戦堅部

(n



ア～工 [略」 ア～工 [略1

(7) [略1

(8) 建設部

ア～力 [略コ

附 則

この条例は、令和 7年 4月1 日か ら施行する。

オ スポーツ (学校における体育を除く。)に関すること。

カ ふるさと納税に関すること。

(7) [略1

(8) 建設部

ア～力 [略1

キ 地域公共交通に関すること,

令和7年 2月28日 提出

日向市長 酉 村  賢
CTh



議案第7号

日向市教育に関する事務の職務権限の特例に関する条例

(趣旨)

第1条 この条例は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律 (昭和31年法律第162号。以 下 「法」

という。) 第23条第1項の規定に基づき、教育に関する事務に係る職務権限の特例に関し、必要な

事項を定めるものとする。

(職務権限の特例)

第2条 スポーツに関する事務 (学校における体育に関する事務を除く。以 下同じ。)は、市長が管

理し、及び執行することとする。

附 則

(施行期日)

1 この条例は、令和7年 4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日 (以下 「施行町 という。) 前に教育委員会に対してなされたスポーツに関

する事務に係る申請、届出その他の手続 (法第25条第1項の規定により事務を委任された教育長

(以下 「教育長」 という。) に対して行われたものを含む。)であって、施行日以後において市長

が管理し、及 び執行することとなる事務に係るものについては、施行日以後においては、市長に対

してなされた申請、届出その他の手続とみなす。

3 この条例の施行日において、現に効力を有する教育委員会が行ったスポーツに関する事務に係る

処分その他の行為 (教育長が行ったものを含む。)は、市長が行った処分その他の行為とみなす。

(日向市武道館条例の一部改正)

4 日向市武道館条例 (平成18年日向市条例第67号)の一剖を次のように改める。

第5条から第7条までの規定及び第16条中 「教育委員会」を 「市長」に改める。

(日向市体育館条例の一部改正)

5 日向市体育館条例 (平成18年日向市条例第68号)の一部を次のように改める。

第5条から第10条までの規定及び第15条中 「教育委員会」を 「市長」に改める。

(日向市運動広場条例の一部改正)

6 日向市運動広場条例 (平成17年日向市条例第85号)の一部を次のように改める。

第3条中 印 向市教育委員会 (以下 「委員会」 とい う。) 」を 「市長」に、同条第2項及び第3

項並びに第4条から第7条までの規定並びに第10条及び第11条中 「委員会」を 「市長」に改める。

令和7年 2月28日提出

日向市長 西 村  賢
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議案第8号

改正前 改正後

別表 (第3条関係)

1 消防職員に対する特殊勤務手当

別表 (第3条関係)

1 消防職員に対する特殊勤務手当

種別 支給条件 1 手当額 種別 1 支給条件  手当額

[略] [略」

潜水作業手当 潜水器具を着用して潜水作業 (潜水訓 1時 間につ き 310円

練を含む。)に従事した場合

2 [略] 2 [略]
a)

日向市職員特殊勤務手当支給条例の一部を改正する条例

日向市職員特殊勤務手当支給条例 (昭和36年日向市条例第2号)の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

附 則

この条例は、令和7年 4月1日か ら施行する。

令和7年 2月28日

日向市長 西



議案第 9号

改正前 改正後

(期末手当)

第4条 特別職の職員の期末手当の額は、 日向市一般職の職員の給与に関する

条例 (昭和42年日向市条例第5号。以下 「給与条例」 とい う。) の適用を受

ける職員 (以下 「職員」 とい う。) の例により計算した額とする。 ただし、

給与条例第21条第2項 中 「100分の122.51とあるのは 「100分の1701と、

(期末手当)

第4条 特別職の職員の期末手当の額は、 日向市一般職の職員の給与に関する

条例 (昭和42年日向市条例第5号。以下 「給与条例」 とい う。) の適用を受

ける職員 (以下 「職員」 とい う。) の例により計算した額とする。 ただし、

給与条例第21条第2項中 「100分の1251 とあるのは、 「100分の172.5.1 とす

「100分の127.51 とあるのは 「100分の1751 とする。 る。

2 [略] 2 [略]
りン

日向市常勤の特別職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例

日向市常勤の特別職の職員の給与に関する条例 (昭和37年 日向市条例第1号)の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

附 則

この条例は、令和7年 4月1 日か ら施行する。

令和 7年 2月28日提 出

日向市長 西 村



改正前 改正後

(期末手当)

第5条 [略]

2 議会の議員の期末手当の額は、一般職の職員の例により計算した額とす

る。た だし、給与条例第21条第2項中 「100分の122.5,i とあるのは 「100分

(期末手当)

第5条 [略]

2 議会の議員の期末手当の額は、一般職の職員の例により計算した額とす

る。 ただし、給与条例第21条第2項 中 「100分の125」 とあるのは、 「100分

の170] と、 「100分の127.51 とあるのは 「100分の175」 とする。 の172.5J とする。

3・4 [略1 3・4 [略1

議案第10号

日向市議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の一部を改正する条例

日向市議会の議員の議員報砂]及び費用弁償等に関する条例 (昭和37年 日向市条例第 2号 )の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

附 則

この条例は、令和 7年 4月1 日か ら施行する。

令和7年 2月28日提 出

日向市長 西 村 賢



改正前 改正後

(期末手当)

第4条 教育長の期末手当の額は、日向市一般職の職員の給与に関する条例

(昭和42年日向市条例第5号。以下 「給与条例」という。) の適用を受ける

職員 (以下 「職 員」 とい う。) の例 により計 算 した額 とす る。 ただ し、給与

条例第21条第2項中 「100分の122.51 とあるのは 「100分の170i と、 「100

(期末手当)

第4条 教育長の期末手当の額は、日向市一般職の職員の給与に関する条例

(昭和42年日向市条例第5号。以下 「給与条例」という。) の適用を受ける

職員 (以下 「職員」 という。) の例により計算した額とする。ただし、給与

条例第21条第2項中 「100分の1251とあるのは、 「100分の172.51 とする。

分の127.51 とあ るのは 「100分の175」 とす る。

2 [略] 2 [略」

議案第11号

日向市教育長の給与、勤 務時間その他の勤務条件に関する条例の一部を改正する条例

日向市教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例 (昭和41年日向市条例第27号)の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

附 則

この条例は、令和7年 4月1日か ら施行する。

令和7年 2月28日提出

日向市長 西  村



日向市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例

(日向市一般職の職員の給与に関する条例の一部改正)

第1条 日向市一般職の職員の給与に関する条例 (昭和42年 日向市条例第 5号 )の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

改正前 改正後

(地域手当)

第8条 [略1

2 地域手当の月額 は、給料、管理職手当及び扶養手当の月額の合計額に、

100分の20以内で規則で定める割合を乗じて得た額とする,

(地域手当)

第8条 [略1

2 地域手当の月額は、給料、管理職手当及び扶養手当の月額の合計額に、次

の各号に掲げる職員の区分に応じて、当該各号に定める割合を乗じて得た額

とする

(1) 医療職給料表の適用を受ける職員 100分の16

(2) 規則で定める職員 100分の20を超えない範囲で規則で定める割合

3 医療職給料表の適用を受ける職貝の地域手当の月額 は、前2項の規定によ

りこの項の規定による地域手当の支給割合以上の支給割合による地域手当を

支給される場合を除き、 当分の間、前2項の規定にかかわらず、絵料、管理

職手当及び扶養手当の月額の合計額に100分の16を乗じて得た額とする。

(扶養手当) (扶養手当)

第10条 [略1

2 前項の扶養親族とは、次に掲げる者で他に生計の途がなく主 としてその職

員の扶養を受けているものをいう。

(1) 配偶者 (届出をしないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含

第10条 [略1

2 前項の扶養親族とは、次に掲げる者で他に生計の途がなく主 としてその職

員の扶養を受けているものをいう。

む。以下同じ,)

議案第 12号



(2)～(6) [略1

3 扶養手当の月額は、前項第1号及び第3号から第6号までに掲げる扶養親

思については1人につき,6500巴、同項第2号に掲げる扶養親族 (以下 「扶

養親族たる子」という。) については1人につき10,OOO円とする。

4 扶養親族たる子のうちに満15歳に達する日後の最初の4月1日から満22歳

に達する日以後の最初の3月31日までの間 (以下 「特定期間1という。) に

ある子がいる場合における扶養手当の月額は、前項の規定にかかわらず、

5, 000円に特定期間にある当該扶養親族たる子の数を乗じて得た額を同項の

規定による額に加算した額とする。

第11条 新たに職員となった者に扶養親族がある場合又は職員に次の各号のい

ずれかに掲げろ事実が生じた場合においては、その職員は、直ちにその旨を

任命権者に届け出なければならない。

(1) 新 た に 扶 養 親 族 とし て の 要 件 を具 備 す るに 至 っ た者 が あ る場 合

(2) 扶養 親 族 とし て の 要 件 を欠 くに 至 っ た 者 が あ ろ場 合 (扶 養 親 族 た ろ子

工 ～Ωu [略]

3 扶養手当の月額は、前項第1号に掲げる扶養親族 (以下 「扶養親族たる

子」 という,)については1人につき,13000旦、同項第2号から第5号まで

に掲げる扶養親族については1人につき,6500Flとする。

4 扶養親族たる了一のうちに満15歳に達する日後の最初の4月1日から満22歳

に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子がいる場合における扶養

手当の月額は、前項の規定にかかわらず、5,000円に当該期間にある当該扶

養親族たる子の数を乗じて得た額を同項の規定による額に加算した額とす

る。

5 前各項に規定するもののほか、扶養親族の数の変更に伴う支給額の改定そ

の他扶養手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。

又は酊J条第2項第3号若しくは第5号に該当する扶養親族が、満22歳に

達した日以後の最初の3月31目の経過により、扶養親族たる要件を欠く

に至った場合を除く。)

扶養手当の支給は、新たに職員となった者に扶養親族がある場合において

は、その者が職員となった日、職員に扶養親族で前項の規定による届出に係

ろものがない場合においてその職員に同項第1号に掲げる事実が生じたとき

はその事実が生じた目の属する月の翌月 (これらの目が月の初日であるとき

2

は、その目の属する月)から開始し、扶養手当を受けている職員が離職し、

又は死亡した場合においては、それぞれの者が離職し、又は死亡した日、扶

養手当を受けている職員の扶養親族で同項の規定による届出に係るものの全



てが扶養覗,族たろ嬰件を欠くに至った場合においてぱ、その車寞が牛 1゙;だ日

の属す る月 (これ らの日が月の初 日で あるときは、その日の属する月の前

月) をもって終わる。 ただ し、扶養手当の支給の開始については、同項の規

定による届出が、 これに係る事実の生 じた日か ら15日を経過 した後にされた

ときは、その届出を受理 した日の属する月の翌月 (その日が月の初 日で ある

ときは、その日の属する月) から行 うものとす る。

扶養手当は、次の各号のいずれかに掲げろ事実が生 じた場合においては、

その事実が生 じた日の属す る月の翌月 (その日が月の初日で あるときは、そ

の日の属する月)からその支給額を改定する。前項ただし書の規定は、第1

号に掲げる事実が生 じた場合における扶養手当の支給額の改定について準用

する

(1) 扶養手当を受けている職員に更に第1項第1号に掲げる事実が生 じた

場合

(2) 扶養手当を受けている職 貝の扶養親族で第」項 の規定による届出に係

3

ろものの一部が扶養親族としての要件を欠くに至った場合

(3) 職Qの扶養親族たる子で第1項の規定による届出に係るもののうち特

定期間にある子でなかった者が特定期間にある子 となった場合

(住居手当)

5   住居手当は、次の各号のいずれかに該当す る職員に支給する。

(1) 自ら居住するため住宅 (貸間を含む。次号において同じ。)を借 り受

け、月額 16, 000円を超える家賃 (使用料 を含む。以下同じ。 )を支払つ

工いろ職員(市が設置する公舎を貸与.され使用料を支払っていろ職員そ

の他規則で定める職員を除く。)

(2) 第12条の2第 1項又は第 3項 の規定により単身赴任手当を支給され る

職員で、配偶者が居住するための住宅 (規則で定める住宅を除く。) を

借 り受 け、月額16, 000円を超える家賃を支払っているもの又はこれ らの

(住居手当)

u ＿＿  住居手当は、次の各号のいずれかに該当す る職員に支給する。

(1) 自ら居住するため住宅 (貸間を含む。次号において同じ。)を借 り受

け、月額16,000円を超える家賃 (使用料を含む。以下同じ。 )を支払っ

ている職員 (市が設置する公舎を貸 与され使用料を支払っている職 員そ

の他規則で定める職員を除く。)

(2) 第12条の2第 1項又は第 3項 の規定により単身赴任手当を支給され る

職員で、配偶者 (届出をしないが事実上婚姻関係 と同様の事情にある者

を含む。以下同じ。)が居住するための住宅 (規則で定める住宅を除



もの との権衡上必要があると認 められ るものとして規則で定めるもの

2 住居手当の月額 は、次の各号に掲げる職員の区分に応 じて、 当該各号に定

める額 (当該各号のいずれにも該 当す る職員にあっては、 当該各号に定める

額の合計額) とす る。

(1) 前項第1号 に掲げる職員 次に掲げる職員の区分に応 じて、それぞれ

次に定める額 (その額に100円未満の端数を生 じたときは、 これを切り

捨てた額) に相当す る額

ア ,月額 27, 000円以下の家賃を支払っている職員 家賃の月額 がら

16, 000円を控除した額

イ 月額 27, 000円を超える家賃を支払っている職員 家賃の月額 から

27, 000円を控除した額の2分 の1 (その控除した額の2分 の1が

17, 000円を超えるときは、17, 000円) を11, 000円に加算した額

(2) [略1

3 [略1

(通勤手当)

第12条 通勤手当は、次の各号に掲げる職員に支給する。

(1) 通勤のため交通機関又は有料の道路 (以下この項及び次項において

「交通機閂等」 とい う。) を利用してその運賃又は料金 (以下この項及

び次項において 「運賃等」 とい う。) を負担することを常例とす る職員

(交通機関等を利用しなければ通勤することが著しく困難である職員以

外の職員であって、交通機関等を利用しないで徒歩により通 勤するもの

とした場合の通勤距離が片道 2キ ロメー l-ル未満であるもの及び第3号

に掲げる職員を除く。)

(2) [略1

く。) を借 り受 け、月額16, 000円を超える家賃を支払ってぃるもの又は

これ らのものとの権衡上必要があると認 められるものとして規則で定め

るもの

2 住居手当の月額 は、次の各号に掲げる職員の区分に応 じて、 当該各号に定

める額 (当該各号のいずれにも該当する職員にあっては、 当該各号に定める

額の合計額) とす る。

(1) 前項第1号に掲げる職員 次に掲げる職員の区分に応じて、それぞれ

次に定める額 (その額に100円未満の端数を生じたときは、これを切り

捨てた額)に相当する額

ア 月額27, 000円以下の家賃を支払っている職員 家賃の月額 から

16,000円を控除した額

イ 月額27, 000円を超える家賃を支払っている職員 家賃の月額 から

27, 000円を控除した額の2分 の1 (その控除した額の2分 の1が

17, 000円を超えるときは、17,000円) を11,000円に加算した額

(2) [略]

3  [略1

(通勤手当)

第12条 通勤手当は、次の各号に掲げる職員に支給する。

(1) 通勤のため交通機関又は有料の道路 (以下この条において 「交通機関

等」 とい う。) を利用してその運賃又は料金 (以下この条において 「運

賃等」 とい う。) を負担することを常例とす る職員 (交通機関等を利用

しなければ通勤することが著 しく困難である職 員以外の職員であって、

交通機関等を利用しないで徒歩により通 勤するものとした場合の通勤距

離が片道2キ ロメー トル未満であるもの及び第3号 に掲げる職員を除

く。 )

(2) [略]



(3) 通勤のため交通機関等を利用してその運賃等を負担し、かっ、白転車

等を使用することを常例とする職員 (交通機関等を利用し、又は白転車

等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員で

あって交通機関等を利用せず、かつ、自転車等を使用しないで徒歩によ

り通勤するものとした場合の通勤距離がノナ道2キロメー I・ル未満である

ものを除く。)

2 通勤手当の額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める

額とする。

(1) 前項第1号に掲げる職員 支給単位期間にっき、市長の定めるところ

により算出した当該職員の支給単僚期間の通勤に要する運賃等の額に相

当する額 (以下この号において 「運賃等相当額」という。) 。ただし、

運賃等相当額を支給単付期間の月数で除して得た額 (以下この号及び第

3号において 「1箇月当たりの運賃等相当額jという。)が55, 000円を

超えるときは、支給単位期間につき、55, 000円に支給単位期間の月数を

乗じて得た額 (当該職員が2以上の交通機関等を利用するものとして当

該運賃等の額を算出する場合において、1箇月当たりの運賃等相当額の

合計額が55, 000円を超えるときは、当該職貝の通勤手当に係る支給単位

期間のうち最も長い支給単位期間につき、55, 000円に当該支給単位期間

の月数 を乗 じて得 た額 )

(2) [略1

(3) 前項第3号に掲げる職員 交通機関等を利用せず、かつ、自転車等を

使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離、交通機関

等の利用距離、自転車等の使用距離等の事情を考慮して、市長の定める

区分に応じ、前2号に定める額 (1箇月当たりの運賃等相当額及び前号

に定める額の合計額が55, 000円を超えるときは、当該職員の通勤手当に

係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間にっき、55,000円に当該

(3) 通勤のため交通機関等を利用してその運賃等を負担し、かっ、自転車

等を使用することを常例とする職員 (交通機関等を利用し、又は叫1伝車

等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員で

あって交通機関等を利用せず、かっ、自転車等を使用しないで徒歩にょ

り通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメー1・ル未満である

ものを除く。)

2 通勤手当の額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める

額とする。

(1) 前項第1号に掲げる職員 支給単位期間にっき、市長の定めるところ

により算出した当該職員の支給単付期間の通勤に要する運賃等の額に相

当する額 (以下次項及び第4項において 「運賃等相当額」という。) 。

(2) [略1

(3) 前項第3号に掲げる職員 交通機関等を利用せず、かっ、自転車等を

使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離、交通機関

等の利用距離、自転車等の使用距離等の事情を考慮して、市長の定める

区分に応じ、前2号に定める額、第1号に定める額又は前号に定める額



支給単位期聞の月数 を乗 じて得た額)

める額

第1号に定める額又は前号に定

3 公署を異にする異動又は在勤する公署の移転に伴い、所在する地域を異に

する公署に在勤することとなったことにより、 通勤の実情に変更を生ずるこ

ととなった職員で規則で定めるもののうち、第1項第1号又は第 3号 に掲げ

る職 員で、 当該異動又は公署の移転の直前の住居 (当該住居に相当す るちの

として規則で定める住居を含む。)からの通勤のため、新幹線鉄道等の特別

「特別急行列車等」 とい う。 )を利用し、その利用に係る特別料金等 (その

利用に係る運賃等の額から運賃等相当額 の算出の基礎となる運賃等に相当す

る額 を減 じた額をい う。以 下同じ。)を負担することを常例とす るものの通

勤手当の額は、前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる通勤乎当の区分

に応 じ 当該各号に定める額 とす る

(1) 特別急行列車等の利用に係る特別料金等に係る通勤手当 支給単位

期間につき、規則で定めるところにより算 出した当該職員の支給単位期

間の通勤に要する特別料金等の額に相当する額 (次項において 「特別料

金等相当額 1 とい う。)

(2) 西[f号に掲げる通勤手当以外の通勤手当 白[f項の規定による額

4 運賃等相当額 をその支給単位期間の月数 で除して得た額 (交通]幾関等が2

以上ある場合においては、その合計額)、第2項第2号 に定める額及び特別

料金等相当額をその支給単位期間の月数で除して得た額 (特別急行列車等が

2以上ある場合においては、その合計額)の合計額が150,000円を超 える職

員の通勤手当の額は、前2項の規定にかかわらず、当該職員の通勤手当に係

る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間にっき、150,000円に当該支給

単位期開の月数を乗じて得た額とする。



3 通勤手当は、支給単位期間 (規則で定める通勤手当にあっては、規則で定

める則間) に係る最初の月の規則で定める日に支給する。

4  [略]

5 この条において 「支給単位期間」 とは、通勤手当の支給の単位となる期間

として6箇月を超えない範囲内で1箇月を単位として規則で定める期間 (自

転車等に係ろ通勤手当にあっては、1箇月) をいう。

6  [略]

(管理職員特別勤務手当)

第18条の2 第9条第1項に規定する職員が臨時又は緊急の必要その他の公務

の運営の必要により勤務時間等条例第3条第1項、第4条及び第5条の規定

に基づく週休 目又は祝日法による休 目等若しくは年末年始の休目等 (次項に

おいて 「週休 日等」 とい う。)に勤務した場合は、当該職員には、管理職員

特別勤務手当を支給する。

2 前項に規定する場合のほが、同項の職員が災害への対処その他の臨時又は

緊急の必要により週休日等以外の日の午AiⅠ0時から午前5時までの間であっ

て正規の勤務時間以外の時間に勤務した場合は、当該職員には、管理職員特

別勤務手当を支給する。

3 管理職員特別勤務手当の額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該

各号に定める額 とす る。

(1) 第1項に規定する場合 同項の勤務1回につき、12, 000円を超えない

範囲内において規則で定める額 (当該勤務に従事する時間等を考慮して規

則で定める勤務をした職員にあっては、その額に100分の150を乗じて得た

韮L

(2) [略]

旦 通勤手当は、支給単位期間 (規則で定める通勤手当にあっては、規則で定

める期間)に係る最初の月の規則で定めろ日に支給する。

6  [略1

工 この条において 「支給単位期間」 とは、通勤手当の支給の単位となる期間

として6箇月を超えない範囲内で1箇月を単位として規則で定める期聞 (自

転車等に係る通勤手当にあっては、1箇月) をいう。

8  [略1

(管理職員特別勤務手当)

第18条の2 第9条第1項に規定する職員が臨時又は緊急の必要その他の公務

の運営の必要により勤務時間等条例第3条第1項、第4条及び第5条の規定

に基づく週休目又は祝目法による休 目等若しくは年末年始の休目等 (次項に

おいて 「週休日等」 という。)に勤務をした場合は、当該職員には、管理職

員特別勤務手当を支給する。

2 前項に規定する場合のほが、同項の職員が災害への対処その他の臨時又は

緊急の必要により午後10時がら翌日の午01f5時までの間 (週休1ヨ等に含まれ

る時間を除く, )であって正規の勤務時間以外の時間に勤務をした場合は、

当該職員には、管理職員特別勤務手当を支給する。

3 管理職員特別勤務手当の額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、 当該

各号に定める額 (前2項に規定する勤務に従事する時間等を考慮して規則で

定める勤務をした職員にあっては、その額に100分の150を乗じて得た額) と

する。

(1) 第1項に規定する場合 同項の勤務1回につき、12, 000円を超えない

範囲内において規則で定める額

(2) [略」



4 [略]

(特定の職員についての適用除外)

第20条 [略1

2 第4条及び第10条から第11条の2までの規定は、定年前再任用短時間勤務

職員には適用しない。

3 [略1

(期末手当)

第21条 [略1

2 期末手当の額は、期末手当基礎額に6月に支給する場合には100分の

122.5、12月に支給する場合には100分の127.5を乗じて得た額に、基準日以

前6箇月以内の期間における当該職員の在職期間の次の各号に掲げる区分に

応じ、当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。

(1)～(4) 「略」

3 定年 i1]゙再任 用短 時間勤務職員に対す るAll項の規 定の適 用については、 同項

中 「100分の122.5]とあるのは 「100分の68,751と、 「100分の127.5)とあ

るのは 「100分の71.251とする。

4 第2項の期末手当基礎額は、それぞれその基準日現在 (退職し、又は死亡

した職員にあっては、退職し、又は死亡した日現在)において職員が受ける

べき給料及び扶養手当の月額並びにこれらに対する地域手当の月額の合計額

とする。

5・6 [略1

(勤勉手当)

第22条 [略」

2 勤勉手当の額は、勤勉手当基礎額に、規則で定める基準に従って定める割

合を乗じて得た額とする。 この場合において、任命権者が支給する勤勉手当

4  [略]

(特定の職員についての適用除外)

第20条 [略1

2 第4条及び第10条の規定は、定午前再任用短時間勤務職員には適用しな

い。

3 [略1

(期末手当)

第21条 [略]

2 期末手当の額は、期末手当基礎額に100分の125を乗じて得た額に、基氾日

以前6筒月以内の期間における当該職員の在職期間の次の各号に掲げる区分

に応じ、当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。

(1)～(4) [略1

3 定年01j再任用短時間勤務職員に対するAif項の規定の適用につぃては、同項

中 「100分の1251とあるのは、 「100分の701とする。

4 第2項の期末手当基礎額は、それぞれその基準日現在 (退職し、又は死亡

した職員にあっては、退職し、又は死亡した日現在)において職員が受ける

べき給料及び扶養手当の月額並びにこれらに対する地域手当の月額の合計額

とする。

5・6 [略1

(勤勉手当)

第22条 [略1

2 勤勉手当の額は、勤勉手当基礎額に、規則で定める基準に従って定める割

合を乗じて得た額とする。 この場合において、任命権者が支給する勤勉手当



の額の、その者に属する次の各号に掲げる職員の区分ごとの総額は、当該各

号に定めろ額を超えてはならない。

(1) 前項の職員のうち定年前再任用短時間勤務職員以外の職員 当該職員

の勤勉手当基礎額に当該職員がそれぞれの基準日現在 (退職し、又は死

亡した職員にあっては、退職し、又は死亡した日現在。次項において同

じ。)において受けるべき扶養手当の月額及びこれに対する地域乎当の

月額 の合計額を加算した額に6月に支給する場合には100分の102. 5、12

月に支給する場合には100分の107. 5を乗じて得た額の総額

(2) 前項の職員のうち定年前再任用短時間勤務職員 当該定年前再住用短

時間勤務職員の勤勉手当基礎額に6月に支給する場合には100分の

48.75、12月に支給する場合には100分の51.25を乗じて得た額の総額

3～ 5 [略1

別表第1か ら別表第 3までを次のように改める。

の額の、その者に属する次の各号に掲げる職員の区分ごとの総額は、当該各

号に定める額を超えてはならない。

(1) 前項の職員のうち定年前再任用短時間勤務職員以外の職員 当該職員

の勤勉手当基礎額に当該職員がそれぞれの基準日現在 (退職し、又は死

亡した職員にあっては、退職し、又は死亡した日現在。次項において同

じ。)において受けるべき扶養手当の月額及びこれに対する地域手当の

月額の合計額を加算した額に100分の105を乗じて得た額の総額

(2) 前項の職員のうち定年前再任用短時間勤務職員 当該定年前再任用短

時間勤務職員の勤勉手当基礎額に100分の50を乗じて得た額の総額

3～ 5 [略1



別表第1 (第 3条 関係)

行政職給料表

職員の区分 職務の

級

1級 2級 3級 4級 5級 6級 7級

ロ /,ム

' F 小口 給料月額 給料月額 給料月額 給料月額 給料月額 給料月額 給料月額

定午前再任用短 峙

間勤務職員以外の

職員

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

円

183 500

184,600

185 800

186,900

188 000

189 700

191 300

192,900

194,500

196,200

197 800

199 400

201 000

202 700

204,400

206 100

207 400

209 000

210 600

212,100

213 600

215 200

216 800

218 400

220 000

221 700

223 000

224,300

225 600

226 700

227 800

228 900

230 000

231 100

232,200

233 300

円

230 000

231 500

233 000

234,500

236,000

237 500

239 000

240 500

242,000

243,400

244,800

246,200

247 400

248,600

249 800

251 000

252,100

253,200

254,300

255 400

256,400

257 400

258,400

259 400

260 400

261 300

262,200

263,100

263 900

264,700

265 500

266,300

267 000

267 800

268,600

269 300

円

265 300

266 300

267 300

268 300

269 300

270 300

271 300

272,300

273 300

274,300

275 300

276 400

277 400

278 700

280 000

281 200

282,500

283 800

285 000

286 200

287 300

288 500

289 800

291 100

292,400

293 400

294 400

295 500

296 600

297 800

298 900

300 100

301 300

302 600

303 900

305 200

円

298,800

300 300

301 800

303 200

304,600

305 700

306,700

307 900

309 100

310 700

312,300

313 900

315 400

317 000

318,600

320 200

321 700

323 400

325 000

326 600

328 000

329 700

331 400

333 000

334 200

336 100

337 800

339 400

340 900

342 500

344 100

345 700

347 400

349 200

351 000

352,800

円

321 300

323,100

324,900

326 600

328,300

330 000

331 700

333,400

335 000

336,700

338 400

340 000

341 500

343 100

344,700,
346 200

347,600

349 300

350,900

352,500

353,700

355 200

356,700

358,200

359 900

361 700

363 400

365 100

366 500

367 800

369 000

370 400

371 500

372,400

373 400

374,500

円

355,200

356 900

358 500

360 100

361 700

363 500

365 000

366 600

368,000

369 600

371,200

372 700

374 600

376 500

378 400

380,200

381 700

383 500

385 200

386 800

388 500

389 900

391 300

392 700

394 100

395 300

396 500

397 500

398,600

399 800

400 900

1 402,000

402 700

403 400

404,100

404 800

円

408,300

410,200

412,100

413 900

415,700

417 500

419,300

421,100

422,700

424,200

425 700

427,200

428,700

430,000

431,300

432,500

433,700

435 000

436,300

437 500

438,700

439 500

440 300

441,100

441 700

442,300

442,900

443,500

444,200

445 000

445,400

446,100

446 600

447,000

447 400

447,800
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234, 400

235 400

236 400

237 300

238 200

239 100

239 900

240 700

241400

242, 000

242, 600

243 200

243 800

244 400

245 000

245 500

246 000

246 400

246 700

247 000

247 300

247 600

247 900

248, 200

248 500

248 800

249 100

249 400

249 700

250 000

250 300

250 600

250 900

251 200

251 500

251800

252, 100

252, 400

252, 700

253, 000

253 300

253 600

270, 000

270 800

271,600

272, 300

273, 000

273 800

274,600

275 300

276, 000

276, 700

277 400

278, 100

278 800

279 500

280 200

280 900

281 500

282, 200

282, 800

283 500

284, 100

284, 800

285 400

286 100

286, 700

287 400

288, 000

288 500

289 000

289 600

290 100

290 700

291200

291700

292, 300

292, 900

293 400

293 900

294, 300

294, 600

294, 800

295 100

306, 500

307 800

309,100

310, 400

311, 700

313 000

314, 300

315 400

316, 300

317 600

318, 900

320 200

321 400

322,700

323 900

325, 100

326, 400

327 500

328 600

329 700

330, 400

331300

332, 000

332, 800

333 600

334, 000

334, 600

335 300

336 100

336 800

337 500

338 100

338 600

339 200

339 700

340 300

340 600

341 100

341 500

341 900

342, 300

342, 800

354, 300

355 700

357,100

358, 500

360, 000

360 800

361 800

362, 800

363, 700

364, 800

365 700

366, 700

367 600

368 300

369 000

369 600

370 000

370 600

371 300

372, 000

372, 300

373 000

373 700

374,300

374,600

375 100

375 700

376, 300

376 600

377 200

377 900

378, 500

378, 900

379 400

380 000

380 500

381 000

381 600

382, 100

382, 400

382, 800

383 300

375 300

376, 200

377 100

377, 900

378 700

379 500

380, 300

381 000

381 700

382, 400

383 100

383 800

384, 300

384 900

385 500

386, 200

386 600

387 200

387 800

388 300

388 700

389 300

389 900

390, 400

390 800

391, 300

391 800

392, 400

392, 700

393 100

393 500

393 900

394 200

394, 500

394, 800

395 000

395 200

395 500

395 800

396 000

396 200

396 500

405, 400

406, 000

406, 500

406 900

407 300

407 500

407 800

408  100

408, 400

408, 700

409 000

409 300

409 500

409 800

410 100

410, 400

410 600

410 900

411 200

411 500

411 700

412, 000

412, 300

412 500

412, 700

413, 000

413, 300

413 500

413 700

414, 000

414 300

414 500

414 700

415 000

415 300

415 500

415 700

448, 200

448, 600

449 000

449 300

449,600

450 000

450 300

450, 600

450 900
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96

120

253900

254200

254, 500

254, 800

255100

255400

255700

256, 000

256 300

256, 600

256900

257200

257 500

257800

258100

295, 300

295, 600

295, 800

296, 000

296, 300

296, 500

296, 800

297, 100

297, 400

297, 700

298, 000

298, 300

298, 600

299,000

299, 200

299 400

299, 700

300, 100

300, 300

300, 600

301, 000

301, 400

301, 600

301, goo

302, 200

302, 500

302, 700

303, 000

303, 300

303, 600

303, 800

304, 200

304, 600

304, 900

305100

305, 300

305, 600

306, 000

306, 200

306400

306, 700

307, 000

343300

343800

344100

344500

344, 900

345300

345600

346, 000

346400

346, 800

347000

347, 400

347800

348,200

348400

348800

349200

349500

349800

350200

350600

351000

351 500

351900

352, 300

352700

353200

353600

353900

354, 200

354, 700

383700

384, 100

384, 500

385000

385400

385800

386, 100

386 600

387000

387, 400

387 700

388, 200

388600

389 000

389 300

396, 800

397, 000

397, 200

397, 500

397, 800

398, 000

398, 200
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121

122

123

124

125

307 400

307 600

307 900

308,200

308 500

定年前再任用短時間勤務職

員

基準給料

月額

基準給料

月額
基準給料

月額
基準給料

月額
基準給料

月額
基準給料

月額
基準給料
月額

円

192,000

円
219 500

円
260 000

円

279,700

円

294,900

円

320,600

円

362,700

儒考 この表は、他の給料表の適用1受けないすべての職員に適用する。
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別表第 2 (第 3条 関係)

医療職給料表

職員の区分

職務の

級 1級 2級 3級 4級 5級

口 7/ム

万 不口 給料月額 給料月額 給料月額 給料月額 給料月額

定年 前再 任 片

短時 間勤 務 統

員以外の職員

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

円

291 400

293 700

296 000

298,200

300 300

303 800

307 300

310 700

314 100

317 600

321 000

324,400

327 800

331 300

334 700

338 100

341 500

344,600

347 700

350 800

354,000

357 100

360 200

363,200

366,200

368,500

370 800

373 000

374,900

376 600

378 300

円

400 300

403 000

405,600

408 100

410 500

412,700

414,800

416 900

419 000

420 500

422 000

423 500

424 900

426,400

427 900

429 300

430 700

432,200

433 700

435 100

436 500

438 000

439 500

440 900

442,300

443 700

445 100

446 500

447 900

449 300

450 700

円

455,100

457 100

459 000

460 900

462,300

464,100

465,900

467 700

469 500

471,300

473 100

474,900

476 700

478 500

480 300

482,100

483 900

485 800

487 700

489 600

491 500

493 200

495 000

496 800

498 400

500 200

502,000

503 600

505 000

506 700

508 500

円

549 800

555,900

561200

566 100

570 500

574 800

578,400

581,400

583 900

586,200

円

596,100

602,100

607,400

611,900

615,900

619,400

622,400

625,200
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2
 
 
3
 
 
4
 
 
5
 
 
6
 
 
7
 
 
8
 
 
9
 
 
0
 
 
1
 
 
2
 
 
3
 
 
4
 
 
5
 
 
6
 
 
7
 
 
8
 
 
9
 
 
0
 
 
1
 
 
2
 
 
3
 
 
4
 
 
5
 
 
6
 
 
7
 
 
8
 
 
9
 
 
0
 
 
1
 
 
2
 
 
3
 
 
4
 
 
5
 
 
6
 
 
7

3
 
 
3
 
 
3
 
 
3
 
 
3
 
 
3
 
 
3
 
 
3
 
 
4
 
 
4
 
 
4
 
 
4
 
 
4
 
 
4
 
 
4
 
 
4
 
 
4
 
 
4
 
 
5
 
 
5
 
 
5
 
 
5
 
 
5
 
 
5
 
 
5
 
 
5
 
 
5
 
 
5
 
 
6
 
 
6
 
 
6
 
 
6
 
 
6
 
 
6
 
 
6
 
 
6

380 100

381 900

383 700

385 300

386, 700

388 100

389 600

391 100

392, 600

394, 100

394 800

395 400

396 100

397 000

397 600

398 200

398, 800

399 400

399 900

400 400

400 900

401 400

401 800

402, 200

402, 600

403 000

403 400

403, 800

404, 200

404, 600

405 000

405 400

405,800

406, 100

452, 100

453 500

454, 900

456 300

457 700

459 100

460 800

462, 400

464, 000

465 600

466 800

468 000

469 100

470 100

471 100

472, 000

472, 800

473 500

474 200

474,900

475 500

476 200

476 900

477 500

478 100

478 400

479 000

479 700

480 400

480 800

481 400

482, 100

482 800

483 200

483 800

484, 400

510 200

511 700

513 000

514,300

515 600

516 600

517 900

519, 200

520 500

521 500

522, 300

523 100

523 900

524, 800

525 600

526 400

527 100

527 900

528 700

529 400

530 300

531 200

532, 000

532, 900

533 800

534,600

535 500

536, 400

537 100

537 900

538, 800

539 700

540 600

541 400

542, 300

543 200
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68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

484,900

485,400

485,900

486,400

486,900

487,300

487,800

488,200

488,700

489,200

489,800

490,400

490,800

491,300

491,goo

492,500

493,000

493,500

544,100

544,goo

545,800

546,700

547,600

548,400

定年前再任用短時間勤

傍職員

基準給料月

碩

基準給料月

額

基準給料月

額

基準給料月

額

基準給料月

額

円

301,700

円

344,400

円

399 500

円

473 300

円

573 800

備考 この表は、医師に適用する。



別表第 3 (第3条 関係)

ア 行政職給料表 等級別基準職務表

等級 基準となる職務

1級 定型的な業務を行う主事及び技師の職務

2級 ffi当の知識及び経験を必要とする業務を行う主事及び技師の職務

3級 主任主事及び主任技師の職務

4級 係長及び主査並びに高度な知識及び経験を必要とする業務を行う主任

主事及び主任技師の職務

5級 課長補佐及び副主幹並びに専門幹の職務

6級 課長の職務及び主幹の職務

7級 部長の職務

備考

二の表において示される基準となる職務以外の職務は、規則で定める。

イ 医療職給料表 等級別基準職務表

等級 基準となる職務

1級 医療業務を行う職務

2級 t目当の知識及び経験を必要とする医療業務を行う職務

3級 1 医療機関の副長の職務

2 相当の知識及び経験を必要とする困難な医療業務を行う職務

4級 1 医療機関の長又は医療機関の困難な業務を処理する副長の職務

2 高度な知識及び経験を必要とする困難な医療業務を行う職務

5級 1 医療機関の長の職務

2 極めて高度な知識及び経験を必要とする困難な医療業務を行う職

務
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(目向市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の一部改正)

第2条 日向市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例 (令和元年日向市条例第52号)の一部を次のように改正する。

第32条第2項中 「給与条例第12条第2項から第6項まで」を 「給与条例第12条第2項から第8項まで」に改める。

(日向市地方公務員法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備に関する条例の一部改正)

第3条 日向市地方公務員法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備に関する条例 (令和4年 日向市条例第44号)の一部を次のように改正する。

附則第5条第7項 中 「から第11条の2まで」を削ろ。

附 則

(施行期日)

第1条 この条例は、令和7年 4月1日か ら施行する。

(号給の切替え)

第2条 令和7年 4月1日 (以下 「切替町 と いう。) の前日において日向市一般職の職員の給与に関する条例別表第1及び別表第2の給料表の適用を受け

ていた職員であって同臼においてその者が属していた職務の級が附則別表に掲げられている職務の級であったものの切替日における号給 (次条及び同表に

おいて 「新号給」 という。) は、切替日の前日においてその者が属していた職務の級及び同日においてその者が受けていた号給 (同表において 「旧号給」

とい う。) に応じて同表に定める号給とする。

(切替日前の異動者の号給の調整)

第3条 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めろこれに準ずるものをした職員の新号給については、その者が切替日において当該異動

又は当該準ずるものをしたものとした場合との権衡上必要と認められろ限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(令和8年 3月31日までの間における扶養手当に関する経過措置)

第4条 切替日か ら令和8年 3月31日までの間におけるこの条例による改正後の日向市一般職の職員の給与に関する条例第10条の規定の適用については、次

の表のとお り読み替えるものとする。

読み替えられる規定 読み替えられる字句 読み替える字句

第10条第2項 (5) 心身に著しい障害がある者 (5) 心身に著しい障害がある者

(6) 配偶者 (届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)

第10条第3項 13,000円 11,500円

とする 、前項第6号に該当する扶養親族については3,000円とする

(委任)

第5条 前3条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。



附則別表 (附則第 2条関係)

ア 行政職.給料表の適用を受ける職員の新号給

旧号給
新 万 給

一

3級 4級 5級 6級 7級

1 1 1 1 1 1

2 1 1 1 1 1

3 1 1 1 1 1

4 1 1 1 1 1

5 1 1 1 1 1

6 2 1 1 1 1

7 3 1 1 1 1

8 4 1 1 1 1

9 5 1 1 1 1

10 6 2 2 1 1

11 7 3 3 1 1

12 8 4 4 1 1

13 9 5 5 1 1

14 10 6 6 2 1

15 11 7 7 3 1

16 12 8 8 4 1

17 13 9 9 5 1

18 14 10 10 6 2

19 15 11 11 7 3

20 16 12 12 8 4

21 17 13 13 9 5

22 18 14 14 10 6

23 19 15 15 11 7

24 20 16 16 12 8

25 21 17 17 13 9

26 22 18 18 14 10

27 23 19 19 15 11

28 24 20 20 16 12

29 25 21 21 17 13

30 26 22 22 18 14

31 27 23 23 19 15

32 28 24 24 20 16

33 29 25 25 21 17

34 30 26 26 22 18

35 31 27 27 23 19

36 32 28 28 24 20

37 33 29 29 25 21

38 34 30 30 26 22

39 35 31 31 27 23

40 36 32 32 28 24

41 37 33 33 29 25

42 38 34 34 30 26

43 39 35 35 31 27

44 40 36 36 32 28

45 41 37 37 33 29

30



46 42 38 38 34 30

47 43 39 39 35 31

48 44 40 40 36 32

49 45 41 41 37 33

50 46 42 42 38 34

51 47 43 43 39 35

52 48 44 44 40 36

53 49 45 45 41 37

54 50 46 46 42 38

55 51 47 47 43 39

56 52 48 48 44 40

57 53 49 49 45 41

58 54 50 50 46 42

59 55 51 51 47 43

60 56 52 52 48 44

61 57 53 53 49 45

62 58 54 54 50

63 59 55 55 51

64 60 56 56 52

65 61 57 57 53

66 62 58 58 54

67 63 59 59 55

68 64 60 60 56

69 65 61 61 57

70 66 62 62 58

71 67 63 63 59

72 68 64 64 60

73 69 65 65 61

74 70 66 66 62

75 71 67 67 63

76 72 68 68 64

77 73 69 69 65

78 74 70 70 66

79 75 71 71 67

80 76 72 72 68

81 77 73 73 69

82 78 74 74 70

83 79 75 75 71

84 80 76 76 72

85 81 77 77 73

86 82 78 78

87 83 79 79

88 84 80 80

89 85 81 81

90 86 82 82

91 87 83 83

92 88 84 84

93 89 85 85

94 90 86
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95 91 87

96 92 88

97 93 89

98 94 90

99 95 91

100 96 92

101 97 93

102 98

103 99

104 100

105 101

106 102

107 103

108 104

109 105

110 106

111 107

112 108

113 109
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イ 医療職給料表の適用を受ける職員の新号給

旧号給
新 万 給

一

2級 3級 4級 5級

1 1 1 1 1

2 1 1 1 1

3 1 1 1 1

4 1 1 1 1

5 1 1 1 1

6 1 1 1 1

7 1 1 1 1

8 1 1 1 1

9 1 1 1 1

10 1 1 1 2

11 1 1 1 2

12 1 1 1 2

13 1 1 1 2

14 2 1 1 3

15 3 1 1 3

16 4 1 1 3

17 5 1 1 3

18 6 2 1 3

19 7 3 1 4

20 8 4 1 4

21 9 5 1 4

22 10 6 1

23 11 7 1

24 12 8 1

25 13 9 1

26 14 10 1

27 15 11 1

28 16 12 1

29 17 13 1

30 18 14 1

31 19 15 1

32 20 16 1

33 21 17 1

34 22 18 1

35 23 19 1

36 24 20 1

37 25 21 1

38 26 22 2

39 27 23 2

40 28 24 2

41 29 25 2

42 30 26 3

43 31 27 3

44 32 28 3

45 33 29 3

46 34 30 4
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 47 35  31 4

48 36 32 4

49 37 33 4

50 38 34 4

51 39 35 5

52 40 36 5

53 41 37 5

54 42 38 5

55 43 39 5

56 44 40 6

57 45 41 6

58 46 42 6

59 47 43 6

60 48 44 6

61 49 45 7

62 50 46 7

63 51 47 7

64 52 48 7

65 53 49 8

66 54 50

67 55 51

68 56 52

69 57 53

70 58 54

71 59 55

72 60 56

73 61 57

74 62 58

75 63 59

76 64 60

77 65 61

78 66 62

79 67 63

80 68 64

81 69 65

82 70 66

83 71 67

84 72 68

85 73 69

86 74 70

87 75 71

88 76 72

89 77 73

90 78

91 79

92 80

93 81

94 82

95 83
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96 84

97 85

令和7年 2月28日提出

臼向市長 西 村  賢
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t 改正前 J 改正後
(育児又は介護を行 う職員の深夜勤務及び時間外勤務の制限)

第8条 の3 [略1

2 任命権者は、 3歳に満たない子のある職員が、規則で定めるところによ

(育児又は介護を行う職員の深夜勤務及び時間外勤務の制限)

第8条の3 [略1

2 任 命 権 者 は 、 小 学 校 就 学 の 柚 期 に 遣 十 ろ 字 千 の 竿 σ)あ み 獅 昌 バ  柑 印]で 常

り、当該子を養育するために請求した場合には、当該請求をした職員の業務

を処理するための措置を講ずることが著しく困難である場合を除き、第8条

第2項 に規定する勤務 (災害その他避けることのできない事由に基づく臨時

の勤務を除く。次 項において同じ。)をさせてはならない。

3 [略]

4 前3項の規定は、第15条第1項に規定する要介護者を介護する職員につい

て準用する。 この場合において、第1項中 「小学校就学の始期に達するまで

の子 (民法 (明治29年法律第89号)第817条の2第1項の規定により職員が

当該職員との間における同項に規定する特別養子縁組の成立について家庭裁

判所に請求した者 (当該請求に係る家事審判事件が裁判所に係属している場

合に限る。)であって、当該職員が現に監護するもの、児童福祉法 (昭和22

年法律第164号)第27条第1項第3号の規定により同法第6条の4第 2号に

規定する養子縁組里親である職員に委託されている児童その他これ らに準ず

る者 として規則で定める者を含む。以下この条において同じ。)のある職員

(職員の配偶者で当該子の親であるものが、深夜 (午後10時から翌 日の午前

5時 までの間をいう。以 下この項において同じ。)において常態として当該

めるところにより、 当該子を養育するために請求した場合には、当該請求を

した職員の業務を処理するための措置を講ずることが著しく困難である場合

を除き、第8条第2項に規定する勤務 (災害その他避けることのできない事

由に基づく臨時の勤務を除く。 次項において同じ。)をさせてはならない。

3 [略]

4 前3項の規定は、第15条第1項に規定する要介護者を介護する職員につぃ

て準用する。 この場合において、第1項中 「小学校就学の始期に達するまで

の子 (民法 (明治29隼法律第89号)第817条の2第1項の規定により職員が

当該職員との間における同項に規定する特別養子縁組の成立について家庭裁

判所に請求した者 (当該請求に係る家事審判事件が裁判所に係属している場

合に限る。)であって、当該職員が現に監護するもの、児童福祉法 (昭和22

年法律第164号)第27条第1項第3号の規定により同法第6条の4第 2号に

規定する養子縁組里親である職員に委託されている児童その他これ らに準ず

る者 として規則で定める者を含む。以下この条において同じ。) のある職員

(職員の配偶者で当該子の親であるものが、深夜 (午後10時から翌 日の午前

5時までの間をいう。以 下この項において同じ。)において常態として当該 1

日向市職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部を改正する条例

日向市職員の勤務時間、休暇等に関する条例 (平成12年日向市条例第1号)の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

議案第13号



子を養育することができるものとして規則で定める者に該当す る場合におけ

る当該職員を除く。) が、規則で定めるところにより、 当該子を養育」 とあ

り、第 2項 中 「3歳 に満たない子のある職 員が、規則で定めるところによ

り、 当該子を養育] とあ り、 及び前項中 「小学校就学の始期に達するまでの

子のある職員が、規則で定めるところにより、 当該子を養育」 とあるのは、

「第15条第1項 に規定する要介護者のある職員が、規則で定めるところによ

り、当該要介護者を介護」 と、第 1項中 「深夜における」 とあるのは 「深夜

(午後10時がら翌 日の午前 5時 までの間をいう。) における」 と、 第2項 中

「当該請求をした職員の業務を処理するための措置を講ずることが著 しく困

難である」 とあるのは 「公務の運営に支障がある」 と読み替えるものとす

る。

5 [略]

(介護休暇)

第15条 介護休暇は、職員が要介護者 (配偶者 (届出をしないが事実上婚姻関

係と同様の事情にある者 を含む。以下この項において同じ。)、父母、子、

配偶者の父母その他規則で定める者で負傷、疾病又は老齢により規 則で定め

る期間にわたり 日常 生活を営むのに支障があるものをいう。以 下同じ。) の

介護をす るため、任命権者が、規則の定めるところにより、職 員の申出に基

づき、 要介護者の各々が当該介護を必要とす る一の継続する状態ごとに、 3

回を超 えず、かつ、通算して6月を超えない範囲内で指定する期間 (以下

「指定期間」 とい う。) 内において勤務 しないことが相当であると認 められ

る場合における休暇とす る。

2・3 [略」

子を養育することができるものとして規則で定める者に該当す る場合におけ

る当該職員を除く。) が、規則で定めるところにより、 当該子を養育」 とあ

り、 並びに第 2項及び前項中 「小学校就学の始期に達するまでの子のある職

員が、規則で定めるところにより、 当該子を養育」 とあるのは、 「第15条第

1項に規定する要介護者のある職員が、規則で定めるところにより、 当該要

介護者を介護」 と、 第1項 中 「深夜における」 とあるのは 「深夜 (午後10時

から翌 日の午前5時 までの間をいう。) における」 と、第2項 中 「当該請求

をした職員の業務を処理するための措置を講ずることが著 しく困難である」

とあるのは 「公務の運営に支障がある」 と読み替えるもの とす る。

5  [略1

(介護休暇)

第15条 介護休暇は、職員が要介護者 (配偶者 (届出をしないが事実上婚姻関

係と同様の事情にある者を含む。以下この項において同じ。)、父母、子、

配偶者の父母その他規則で定める者 (次条第1項において 「配偶者等{ とい

ユエ Lで負傷、疾病又は老齢により規則で定める期間にわたり日常生活を営

むのに支障があるものをい う。以 下同じ。)の介護をするため、任命権者

が、規則の定めるところにより、職 員の申出に基づき、要介護者の各々が 当

該介護を必要とす る一の継続する状態ごとに、 3回 を超えず、かつ、通算 し

て6月を超えない範囲内で指定する期間 (以下 「指定期間」 とい う。) 内に

おいて勤務しないことが相当であると認 められる場合における休暇とす る。

2・3 [略」

(配偶者等が介護を必要とする状況に至った職員に対する意向確認等)

第15条の2 任命権者は、職員が配偶者等が当該職員の介護を必要とする状況

に至ったことを申し出たときは、当該職邑に対して、仕事と介護との両立に



資する制度又は措置 (以下この条及び次条において 「介護両立支援制度等1

という。) その他の事項を知らせるとともに、介護両立支援制度等の中告、

請求又は中出 (次条において 「請求等.1という。) に係る当該職員の意向を

確認するための面談その他の措置を講じなければならない。

2 任命権者は、職員に対して、当該職員が40歳に達した日の属する年度 (4

月1日から翌年の3月31日までをいう。) において、前項に規定する事項を

知らせなければならない。

3 任命権者は、職員が第1項の規定による申出をしたことを理由として、当

該職員が不利益な取扱いを受けることがないようにしなければならない、

(介護時間)

エ旦ゑL旦 [略」

附 則

(勤務環境の整備に関する措置)

第15条の3 任命権者は、介護両立支援制度等の利用に係る請求等が円滑に行

われるようにするため、次に掲げる措置を講じなければならない。

(1) 職員に対する介護両立支援制度等に係る研修の実施

(2) 介護両立支援制度等に関する相談体制の整備

(3) その他介護両立支援制度等に係る勤務環境の整備に関する措置

(介護時間)

玉旦土Lユ [略1

(施行期日)

第1条 この条例は、令和7年4月1日から施行する。

(経過措置)

第2条 この条例の施行の日 (以下「施行日」という。)以後の日を時間外勤務制限開始日 (時間外勤務の制限を請求する一の期間の初日をいう。)とする

改正後の日向市職員の勤務時間、休暇等に関する条例第8条の3第2項の規定による請求(3歳から小学校就学の始期に達するまでの子を養育するた
めに行うものに限る。)を行おうとする職員は、施行日前においても、規則の定めるところにより、当該請求を行うことができる。

(日向市職員の育児休業等に関する条例の一部改正)

第3条 日向市職員の育児休業等に関する条例(平成4年臼向市条例第2号)の一部を次のように改正する。



第21条第 2項 中 「同条例第15条の2第 1項 」 を 「同条例第15条の4第 1項 」 に改める。

令和 7年 2月 28日提 出

日向市長 西 村



5 改正前 』 改正後
運 日向市一般職の任期付職員の採用等に関する条例  日向市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例

(特定任期付職員の給与の特例)

第7条 [略]

2・3 [略]

4 任命権者は、特定任期付職員のうち、特に顕著な業績を挙げたと認められ

(特定任期付職員の給与の特例)

第7条 [略]

2・3 [略]

る職員には、規則で定めるところにより、その給料月額に相当する額を特定 ―
 任期付職員業績手当として支給することができる。 ]
1ユ ,イ.

6 第2項の規定による号給の決定エ 玉旦皇の規定による給料月額の決定星ぴ

第4項の規定による特定任期付職員業績手当の支給は、予算の範囲内で行わ

ユ [略コ

旦 第2項の規定による号給の決定i の規定による給料月額の決定

は、予算の範囲内で行わなければならない。

なけれ ば な らな い。

(日向市一般職の職員の給与に関する条例の適用除外等)

第8条 日向市一般職の職員の給与に関する条例(昭和42年日向市条例第5

号。以下この条において「給与条例」 という。)第3条、第4条、笈旦主送

ら第11条の2まで、第15条から第17条までl η条の規定は、特定任期付 1

(日向市一般職の職員の給与に関する条例の適用除外等)

第8条 日向市一般職の職員の給与に関する条例 (昭和42年日向市条例第5

号。以下この条において「給与条例」 という。)第3条、第4条、l _

ら第11条まで及び第15条から第17条までの規定は、特定任期付職員には、適 .

職員には、適用しない。 1用しない。 

日向市一般職の任期付職員の採用等に関する条例の一部を改正する条例

日向市一般職の任期付職員の採用等に関する条例 (平成23年日向市条例第1号)の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

議案第14号



2 特定任期付職員に対する給与条例の規定の適用については、給与条例第2

条中 「及び退職手当.;とあるのは 「、退職手当及び日向市一般職の任期付職

員の採用等に関する条例 (平成23年日向市条例第1号)第7条第4項の特定

任期付職員業績手当」 と、給与条例第21条第2項中 「100分の122.5」 とある

のは 「100分の170,1と、 「100分の127.5」 とあるのは 「100分の175」 とす

る。

旦 給与条例第4条第3項から第7項まで、第10条から第11条の2まで及び第

12条の2の規定は、第4条の規定により任期を定めて採用された短時間勤務

職員には、適用しない。

附 則

(施行期日)

第1条 この条例は、令和 7年 4月1 日か ら施行する。

(日向市職員の育児休業等に関す る条例の一部改正)

第2条 日向市職員の育児休業等に関する条例 (平成4年 日向市条例第 2号)

第2条 第4号 中 「臼向市一般職の任期付職員の採用等に関する条例」 を

(規則への委任)

第3条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

2 特定任期付職員に対する給与条例の規定の適用については、給与条例第21

条第2項中 「100分の125」 とあるのは 「100分の95」 と、給与条例第22条第

2項第1号中 「100分の105,i とあるのは 「100分の87.5」 とする。

3 特定任期付職員に対する給与条例第22条の規定の適用については、当該職

員の業績に応じた基準及び支給割合を規則で定めるものとす る,

ユ 給与条例第9条から第11条まで及び12条の2の規定は、第4条の規定によ

り任期を定めて採用された短時間勤務職員には、適用しない。

の一部を次のように改正する。

「日向市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例」 に改める。

令和7年 2月28日提 出

日向市長 西 村



議案第15号

日向市常勤特別職職員等の期末手当等の臨時特例に関する条例
を廃止する条例

日向市常勤特別職職員等の期末手当等の臨時特例に関する条例 (令和2年 日向市条例第14号)は、廃

止する。

附 則

この条例は、公布の日から施行する。

令和7年 2月28日

日向市長 西
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議案第16号

日向市非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例の一部を改正する条例

日向市非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例 (昭和39年 日向市条例第24号)の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

改正前 改正後

別表 (第2条 関係)

退職報償金支給額表

別表 (第2条関係)

退職報償金支給額表

階級 勤務年数 階級 勤務年数

5年以上

10年未満

10年以上

15年未満 20年未満[:朔
し5年以上
30年未満

130年以上 5年以上

10年未満

10年以上

15年未満

15年以上

20年未満

20年以上

25年未満

25年以上

30年未満 1-
団長

副団長

分団長

副分団

長

部長及

び班長

団員

[略] 団長

副団長

分団長

副分団

長

部長及

び班長

団員

[略1

じ艷
1 009 000

1 円

949 000

円

909 000
-

円

834 000

円

789 00〇
一

附 則

1 この条例は、令和 7年 4月1 日か ら施行する。



2 この条例による改正後の日向市非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例別表の規定は、令和7年 4月1日以後に退職した非常勤消防団員

について適用し、同日前に退職した非常勤消防団員については、なお従前の例による。

令和7年 2月28日

日向市長 西



改正前 改正後

(補償基礎額)

第5条 [略1

2 前項の補償基礎額は、次に定めるところによる。

(1) 非常勤消防団員が公務により死亡し、負傷し、若しくは疾病にかか

り、又は公務による負傷若しくは疾病により死亡し、若 しくは障害の状

態となった場合には、死亡若しくは負傷の原囚である事故が発生した日

又は診断により死亡の原因である疾病の発生が確定した日若 しくは診断

により疾病の発生が確定した日 (以下 「事故発生町 と い う。)におい

て当該非常勤消防団員が属していた階級及び当該階級に任命された日か

らの勤務年数に応じて別表に定める額 とする。

(2) 消防作業従事者、救急業務協力者若しくは水防従事者又は応急措置従

事者 (以下 「消防作業従事者等」 とい う。) が消防作業等に従事し、若

しくは救急業務に協力し、又は応急措置の業務に従事したことにより死

亡し、負傷し、若しくは疾病にかかり、 又は消防作業等に従事し、若し

くは救急業務に協力し、又は応急措置の業務に従事したことによる負傷

若しくは疾病により死亡し、若 しくは障害の状態となった場合には、

9100円とす る。 ただし、その額がその者の通常得ている収入の日額に-

比して公正を欠くと認められるときは、旦』並旦を超えない範囲内にお

いてこれを増額した額とす ることができる。

(補償基礎額)

第5条 [略1

2 前項の補償基礎額は、次に定めるところによる。

(1) 非常勤消防団員が公務により死亡し、負傷し、若しくは疾病にかか

り、 又は公務による負傷若しくは疾病により死亡し、若しくは障害の状

態となった場合には、死亡若しくは負傷の原囚である事故が発生した日

又は診断により死亡の原因である疾病の発生が確定した日若 しくは診断

により疾病の発生が確定した日 (以下 「事故発生町  とい う。)におい

て当該非常勤消防団員が属していた階級及び当該階級に任命された日か

らの勤務年数に応じて別表に定める額とする。

(2) 消防作業従事者、救急業務協力者若しくは氷防従事者又は応急措置従

事者 (以下 「消防作業従事者等」 とい う。)が消防作業等に従事し、若

しくは救急業務に協力し、又は応急措置の業務に従事したことにより死

亡し、負傷し、若しくは疾病にかかり、 又は消防作業等に従事し、若し

くは救急業務に協力し、又は応急措置の業務に従事したことによる負傷

 若しくは疾病により死亡し、若しくは障害の状態となった場合には、

9700円とする。 ただし、その額がその者の通常得ている収入の日額 に一

比して公正を欠くと認められるときは、.14500F'Jを超えない範囲内にお

いてこれを増額した額とすることができる。

日向市消防団員等公務災害補償条例の一部を改正する条例

日向市消防団員等公務災害補償条例 (昭和42年 日向市条例第19号) の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

議案第 17号



3 次の各号のいずれかに該当す る者で、非常勤消防団員又は消防作業従事

者、救急業務協力者、水防従事者若しくは応急措置従事者 (以下 「非常勤消

防団員等」 とい う。) の事故発生 日において、他に生計のみちがなく主 とし

て非常勤消防団員等の扶養を受けていたものを扶養親族とし、扶養親族のあ

る非常勤消防団員等については、前項の規定による金額に、第1号1

号から第 6号 までのいずれかに該当す る扶養親族については1人につき-217

円を、第2号 に該当す る扶養親族については1人につき333円を、それぞれ

加算 して得た額をもって補償基礎額とす る。

(1)～(6) [略1

4 扶養親族たる子 のうちに15歳に達する日後 の最初の4月1 日か ら22歳に達

する日以後の最初の3月31日までの間 (以下この項において 「特定期間1 と

辷ヱユ」一にある子がいる非常勤消防団員等については、前項の規定にかかわ

らず 、167円に特定期間にある当該扶養親族たる子の数を乗 じて得た額を同

項の規定による額 に加算した額をもって補償基礎額とす る。

別表 (第 5条 関係)

補償基礎額表

3 次の各号のいずれかに該当す る者で、非常勤消防団員又は消防作業従事

者、救急業務協力者、水防従事者若しくは応急措置従事者 (以下 「非常勤消

防団員等」 とい う。) の事故発生 日において、他に生計のみちがなく主 とし

て非常勤消防団員等の扶養を受けていたものを扶養親族とし、扶養親族のあ

る非常勤消防団員等については、前項の規定による金額に、第1号に該当す

る扶養親族については1人につき100円を、第2号 に該当す る扶養親族につ

いては1人につき383円を、第3号 から第 6号 までのいずれかに該当す る扶

養親族については1人につき217円を、それぞれ加算して得た額をもって補

償基礎額とす る。

(1)～(6) [略1

4 扶養親族たる子のうちに15歳に達する日後 の最初の4月1日か ら22歳に達

する日以後の最初の3月31日までの間にある子がいる非常勤消防団員等につ

いては、前項の規定にかかわらず、167円に当該期間にある当該扶養親族た

る子の数を乗 じて得た額を同項の規定による額に加算した額 をもって補償基

礎額とす る。

別表 (第5条 関係)

補償基礎額表

階級 勤務年数

10年未満 10年以上20年未満 20年以上

団長及び副団長 13 700円 14500円

分団長及び副分団長 11 300円

部長、班長及び団員 9700円-
10 500円 11 300円

階級 勤務年数

10年未満 110年以上20年未満 20年以上

団長及び副団長 13350円 14200円

分団長及び副分団長 10 800円 11650円

部長、班長及び団員 9100円一
9,950円 10800円『

備考

1・2 [略」

附 則

(施行期 日)

備考

1・2 [略1



1 この条例は、令和7年4月1円から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の日向市消防団員等公務災害補償条例第5条第2項及び第3項並びに別表の規定は、この条例の施行の日以降に支給すべき事由

の生じた日向市消防団員等公務災害補償条例第5条第1項に規定する損害補償 (以下 「損害補償」という。)並びに同日前に支給すべき事由の生じた同日

以降の期間に係る同条例第4条第3号に規定する傷病補償年金、同条第4号アに規定する障害補償年金及び同条第6号アに規定する遺族補償年金 (以下

「傷病補償年金等」という。)について適用し、同日前に支給すべき事由の生じた損害補償 (傷病補償年金等を除く。)及び同日前に支給すべき事由の生じ

た同 日前 の期間に係 る傷 病補償年金等については、なお従前の例による。

令和7年2月28日 提出

日向市長 西 村   賢



改正前 改正後

(環境基本計画)

・第8条 市長は、地方自治法 (昭和22年法律第67号)第2条第4号の規定に基

(環境基本計画)

第 8条  市長は、前条に定 める基 本方針 を総合的かつ計画 的に推進 し、 基本理

づく基本構想を踏まえ、前条に定める基本方針を総合的かっ計画的に推進 念の実現を図るため、良好な環境の保全及び創造に関する基本的な計画 (以

し、基本理念の実現を図るため、良好な環境の保全及び創造に関する基本的

な計画 (以下 「環境基本計画」 という。)を策定するものとする。

2 [略〕

下 「環境基本計画」 という。) を策定するものとする。

2 [略1

議案第18号

日向市環境基本条例の一部を改正する条例

日向市環境基本条例 (平成15年臼向市条例第1号)の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

附 則

この条例は、公布の日か ら施行する。

令和7年 2月28日

日向市長 西



議案第19号

日向市心身障害児介護手当支給条例を廃止する条例

日向市心身障害児介護手当支給条例 (平成6年 日向市条例第2号)は、廃 止する。

附 則

(施行期田

1 この条例は、令和7年 4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日 (以下 「施行旧 という。)の前日までに、この条例による廃止前の日向市心身

障害児介護手当支給条例第6条の規定により支給の認定を受けている者 (この条例の施行の日前に第

5条の規定による申請を行った者で、同日前までに第6条に規定する支給の可否の認定を受けていな

いものを含む。)であって、施行日において児童手当法 (昭和46年法律第73号)に定める児童手当の対

象とならない者が20歳に達する日の前目までに受給を予定していた心身障害児介護手当については、

なお従前の例による。

令和7年 2月28臼 提出

日向市長 西 村  賢
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改正前 』 改正後
(家庭的保育事業者等の一般原則)

第5条 [略1

2～ 6 [略]

7 家庭的保育事業所等 (居宅訪問型保育事業を行う場所を除く。次 項、次条

エ旦旦、第7条第1項、第14条第2項及び第3項、第15条第1項並びに第16

(家庭的保育事業者等の一般原則)

第5条 [略1

2～ 6 [略]

7 家庭的保育事業所等(居宅訪問型保育事業を行う場所を除く。次項、次条

第1項第2号、第7条第1項、第14条第2項及び第3項、第15条第1項兼び

条において同じ。)には、法に定めるそれぞれの事業の目的を達成するため

に必要な設備を設けなければならない。

8 [略]

(保育所等との連携)

第6条 家庭的保育事業者等 (居宅訪問型保育事業を行 う者 (以下 「居宅訪問

型保育事業者」 とい う。) を除く。以 下この条、次条第1項、第7条の3第

2項、第14条第1項及び第2項、第15条第1項、第2項及び第5項、第16条

並びに第17条第1項から第 3項までにおいて同じ。)は、利用乳幼児に対す

る保育が適正かつ確実に行われ、及び家庭的保育事業者等による保育の提供

の終了後も満 3歳以上の児童に対して必要な教育 (教育基本法 (平成18年法

律第120号)第6条第1項に規定する法律に定める学校において行われる教

育をいう。第 3号において同じ。)又は保育が継続的に提供されるよう、次

に掲げる事項に係る連携協力を行 う保育所、幼稚園又は認定こども園 (以下

「連携施設」 という。) を適切に確保しなければならない。

に第16条において同じ。)には、法に定めるそれぞれの事業の目的を達成す

るために必要な設備を設けなければならない。

8 [略」

(保育所等との連携)

第6条 家庭的保育事業者等 (居宅訪問型保育事業を行 う者 (以下 「居宅訪問

型保育事業者」 という。) を除く。以 下この条、次条第1項、第7条の3第

2項、第14条第1項及び第2項、第15条第1項、第2項及び第5項、第16条

並びに第17条第1項から第 3項までにおいて同じ。)は、利用乳幼児に対す

る保育が適正かつ確実に行われ、及び家庭的保育事業者等による保育の提供

の終了後も満 3歳以上の児童に対して必要な教育 (教育基本法 (平成18年法

律第120号)第6条第1項に規定する法律に定める学校において行われる教

育をいう。第 3号において同じ。)又は保育が継続的に提供されるよう、次

に掲げる事項に係る連携協力を行う保育所、幼稚園又は認定こども園 (以下

「連携施設」 とい う。) を適切に確保しなければならない。

議案第 20号

日向市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例

日向市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例(平成26年日向市条例第57号)の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。



(1) 利用乳幼児に集団保育を体験させるための機会の設定、保育の適切な

提供に必要な家庭的保育事業者等に対する相談、助言その他の保育の内

容に関する支援を行うこと。

2

 
 
3

[略コ

当該家庭的保育事業者等により保育の提供を受けていた利用乳幼児

(事業所内保育事業 (法第6条の3第12項に規定する事業所内保育事業

をいう。以下同じ。)の利用乳幼児にあっては、第42条に規定するその

他の乳幼児又は幼児に限る。以下この号において同じ。)を、当該保育

の提供の終了に際して、当該利用乳幼児に係る保護者の希望に基づき、

引き続き当該連携施設において受け入れて教育又は保育を提供するこ

と。

(1) 利用乳幼児に集団保育を体験させるための機会の設定、保育の適切な

提供に必要な家庭的保育事業者等に対する相談、助言その他の保育の内

容に関する支援 (次項において 「保育内容支援」という。) を実施する

こと。

(2) [略1

(3) 当該家庭的保育事業者等により保育の提供を受けていた利用乳幼児

(事業所内保育事業 (法第6条の3第12項に規定する事業所内保育事業

をいう。以下同じ。)の利用乳幼児にあっては、第42条に規定するその

他の乳幼児又は幼児に限る。以下この号及び第6項第1号において同

じ。)を、当該保育の提供の終了に際して、当該利用乳幼児に係る保護

者の希望に基づき、引き続き当該連携施設において受け入れて教育又は

保育を提供すること。

2 市長は、家庭的保育事業者等による保育内容支援の実施に係る連携施設の

確保が著しく困難であると認める場合であって、次の各号に掲げる要件の全

てを満たすと認めるときは、Aif項第1号の規定を適用しないこととすること

がで きる。

(1) 家庭的保育事業者等が保育内容支援連携協力者を適切に確保するこ

上,

(2) 次のア及びイに掲げる要件を満たすこと,

ア 家庭的保育事業者等と保育内容支援連携協力者との間でそれぞれの

役割の分担及び責任の所在が明確化されていること。

イ 保育内容支援連携協力者の本来の業務の遂行に支障が生じないよう

にするための措置が講じられていること。

3 前項各号の保育内容支援連携協力者とは、第27条に規定する小規模保育事

業A型若しくは小規模保育事業B型又は事業所内保育事業を行う者 (第5項

において 「小規模保育事業A型事業者等1という,)であって、第1項第1



号に掲げる事項に係る連携協力を行うものをいう

4 市長は、家庭的保育事業者等による代替保育の提供に係る連携施設の確保

が著しく困難であると認める場合であって、次の各号に掲げる要件のいずれ

かを満たすときは、第1項第2号の規定を適用しないこととすることができ

1) 家庭的保育事業者等が代替保育連携協力者を適切に確保した場合に

は、次のア及びイに掲げる要件を満たすと市長が認めること

ア 家庭的保育事業者等と代替保育連携協力者との間でそれぞれの役割

の分担及び責任の所在が明確化されていること

イ 代替保育連携協力者の本来の業務の遂行に支障が生じないようにす

るための措置が講じられていること

2) 市長が家庭的保育事業者等による代替保育連携協力者の確保の促進の

ために必要な措置を講じてもなお当該代替保育連携協力者の確保が著し

く困難であること

5 前項各号の代替保育連携協力者とは、第1項第2号に掲げる事項に係る連

携協力を行う者であって、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当

該各号に定めるものをいう。

(1) 家庭的保育事業者等が家庭的保育事業等を行う場所又は事業所 (次号

において 「事業実施場所1という。)以外の場所又は事業所において代

替保育が提供される場合 小規模保育事業A型事業者等

(2) 事業実施場所において代替保育が提供される場合 事業の規模等を神

案して小規模保育事業A型事業者等と同等の能力を有すると市長が認め

至童

6 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、第1項第3号の規定を適

用しないこととすることができる,

(1) 市長が法第24条第3項の規定による調整を行うに当たって、家庭的保



(食事の提供の特例)

第16条 次に掲げる要件を満たす家庭的保育事業者等は、前条第1項の規定に

かかわらず、当該家庭的保育事業者等の利用乳幼児に対する食事の提供につ

いて、次項に規定する施設 (以下 「搬入施設」という。) において調理し家

庭的保育事業所等に搬入する方法により行 うことができる。 この場合におい

て、当該家庭的保育事業者等は、当該食事の提供について当該方法によるこ

ととしてもなお当該家庭的保育事業所等において行うことが必要な調理のた

育事業者等による保育の提供を受けていた利用乳幼児を優先的に取り扱

う措置その他の家庭的保育事業者等による保育の提供の終了に際して、

利用乳幼児に係る保護者の希望に基づき、引き続き必要な教育又は保育

が提供されるよう必要な措置を講じているとき。

2) 家庭的保育事業者等による第1項第3号に掲げる事項に係る連携施設

の確保が著しく困難であると認めるとき (前号に該当する場合を除

7 前項 (第2号に該当する場合に限る。)の場合において、家庭的保育事業

者等は、法第59条第1項に規定する施設のうち、次に掲げるもの (入所定

が20人以上のものに限る。)であって 市長が適当と認めるものを第1項第

3号に掲げる事項に係る連携協力を行う施設として適切に確保しなければな

らない

1) 子ども・子育て支援法第59条の2第1項の規定による助成を受けてい

る者の設置する施設 (法第6条の3第12項に規定する業務を目的とする

(2) 法第6条の3第12項及び第39条第1項に規定する業務を目的とする施

設であって、法第6条の3第9項第1号に規定する保育を必要とする乳

児・幼児の保育を行うことに要する費用に係る地方公共団体の補助を受

けてい るもの

(食事の提供の特例)

第16条 次に掲げる要件を満たす家庭的保育事業者等は、前粂第1項の規定に

かかわらず、当該家庭的保育事業者等の利用乳幼児に対する食事の提供につ

いて、次項に規定する施設 (以下 「搬入施設」という。) において星旦旦.

家庭的保育事業所等に搬入する方法により行うことができる。 この場合にお

いて、当該家庭的保育事業者等は、当該食事の提供について当該方法による

こととしてもなお当該家庭的保育事業所等において行うことが必要な調理の



めの加熱、保存等の調理機能を有する設備を備えなければならない。

(1) [略1

(2) 当該家庭的保育事業所等又はその他の施設、保健所、市等の栄養士に

より、献立等について栄養の観点からの指導が受けられる体制にある

等、栄養士による必要な配慮が行われること。

(3)～ (5) [略」

2 [略1

(連携施設に関する特例)

第45条 保育所型事業所内保育事業を行う者にあっては、連携施設の確保に当

たって、第6条第1号及び第2号に係る連携協力を求めることを要しない。

附 則

(連携施設に関する経過措置)

第3条 家庭的保育事業者等は、連携施設の確保が著しく困難であって、子ど

も・子育て支援法第59条第4号に規定する事業による支援その他の必要な支

援を行 うことができると市長が認める場合は、第6条第1項本文の規定にか

かわらず、施行日か ら起算して5年を経過する日までの間、連携施設の確保

をしないことができる。

附 則

この条例は、令和 7年 4月1 日か ら施行する。

ための加熱、保存等の調理機能を有する設備を備えなければならない。

(1) [略1

(2) 当該家庭的保育事業所等又はその他の施設、保健所、市等の栄養士又

は管理栄養士により、献 立等について栄養の観点からの指導が受けられ

る体制にある等、栄養士又は管理栄養士による必要な配慮が行われるこ

と。

(連携施設に関する特例)

第45条 保育所型事業所内保育事業を行 う者 にあっては、連携施設の確保に当

たって、第6条第1項第1号及び第2号に係る連携協力を求めることを要し

ない。

附 則

(連携施設に関する経過措置)

第3条 家庭的保育事業者等は、連携施設の確保が著しく困難であって、子ど

も・子育て支援法第59条第4号に規定する事業による支援その他の必要な支

援を行 うことができると市長が認める場合は、第6条第1項本文の規定にか

かわらず、施行日か ら起算して二工を経過する日までの間、連携施設の確保

をしないことができる。

令和7年 2月28日 提出

日向市長 西 村  賢



改正前 改正後

附 則

1・2 [略]

(令和6年10月1日か ら令和7年 3月31日までの間に実施する学校給食に係

附 則

1・2 [略」

(令和6年10月1日か ら令和8年 3月31日までの間に実施する学校給食に係

る学校給食費の特例)

3 第4条の規定にかかわらず、市長は、令和6年10月1日か ら令和7年 3月

る学校給食費の特例)

3 第4条の規定にかかわらず、市長は、令和6年10月1日か ら令和8年 3月

31日までの間に実施する学校給食については、第3条第1号に規定する中学

校の第 3学年の生徒に係る学校給食費を徴収しない。

4 1'lil項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合は、学校給

31日までの間に実施する学校給食については、第3条第1号に規定する中学

校の第3学年の生徒に係る学校給食費を徴収しない。

4 前項の規定にかかわらず、生活保護法 (昭和25年法律第144号)第13条の 1
1 食費を徴収するものとする。 規定による教育扶助により学校給食費の給付を受けている場合は、学校給食

1 (1) 生活保護法 (昭和25年法律第144号)第13条の規定による教育扶助に

1 21“ 0ゝ166゚ 216・ 1

より学校給食費の給付を受けている場合

(2) 学校教育法第19条の規定による就学援助により学校給食費の全部の支

給を受けている場合

(3) 前2号 に掲げるもののほか、学校給食費の全部の補助を受けている場

ム
一

日向市学校給食費に関する条例の一部を改正する条例

日向市学校給食費に関す る条例 (令和4年 日向市条例第25号)の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

附 則

この条例は、令和7年 4月1 日か ら施行する。

議案第 21号



令和7年 2月28日

日向市長 西



改正前 改正後

(設置)

第1条 地方自治法 (昭和22年法律第67号)第209条第2項の規定により、 次

の各号に掲げる特別会計を、当該各号に定める事業の円滑な運営とその経理

の適正を図るため設置する。

(1)～(6) [略1

(設置)

第1条 地方自治法 (昭和22年法律第67号)第209条第2項の規定により、 次

の各号に掲げる特別会計を、当該各号に定める事業の円滑な運営とその経理

の適正を図るため設置する。

(1)～(6) [略」

(7) 日向市工業用地造成事業特別会計 工業用地造成事業

議案第 22号

日向市特別会計条例の一部を改正する条例

日向市特別会計条例 (昭和41年日向市条例第 7号)の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

附 則

この条例は、令和 7年 4月1日か ら施行する。

令和 7年 2月28日

日向市長 酉



改正前 改正後

(業務時間)

第5条 リサイクルセンターの業務時間は、午前8時30分から午後5時までと

(業務時間)

第5条 リサイクルセンターの業務時間は、午前8時30分から正午まで及び午

する。

2 [略]

後1時から午後5時までとする。

2 [略1

議案第 23号

日向市畜産資源 リサイクルセンター条例の一部を改正する条例

日向市畜産資源 リサ イクル センター条例 (平成18年 臼向市条例第23号)の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

附 則

この条例は、令和 7年 4月1 日か ら施行する。

令和7年 2月28日

日向市長 西



改正前 改正後

別表第1 (第2条関係) 別表第1 (第2条関係)

手数料 事務 1 金額 手数科 11 事務 1 金額

[略1 [略1

51 長期優 良住宅の普及の 宅の品質 の各号に掲げる認定申請に

良住宅建 進に関する法律 (平 保の促進 る住宅がその全部又は一部

築等計画 号。以 に関する なす建築物の住宅の戸数の

認定申請 「長期優良住宅法」 (平成 分に応じ、当該各号に定め

手数料 とい う。) 第5条第1 1年法律第 金額

,、から第 5項 までの規 1号)第6 (1)・(2) [略]

に基づく長期優良住 の2第 3 (3) 5戸を超え10戸以下

計画の認定の 一、に規定す 建築物1棟につき新築

申請に対する審査 確認書 36000円、増築又は改築

(以下この エ 並旦

一、から52の (4) 10戸を超え25戸以下

2の項まで 建築物1棟にっき新築

7おいて 60000円、増築又は改築

「確認書」 競匹並旦

とい う。) (5) 25戸を超え50戸以下

はその写 建築物1棟にっき新築

51 長期優 期優良住宅の普及の 宅の品質 の各号に掲げる認定申請に

良住宅建 に関する法律 (平 る住宅がその全部又は一部

築等計画 号。以 に関する なす建築物の住宅の戸数の

認定申請 「長期優良住宅法」 (平成 分に応じ、当該各号に定め

手数料 とい う。) 第5条第1 1年法律第 金額

,、から第5項までの規 1号)第6 (1)・(2) [略」

に基づく長期優良住 の2第 3 (3) 5戸を超え10戸以下

計画の認定の ,、に規定す 建築物1棟につき新築

請に対する審査 確認書 Ⅱ.000旦、増築又は改築

(以下この ユ』並旦

一、から52の(4) 10戸を超え25戸以下

2の項まで 建築物1棟につき新築

-おいて 61 000円、増築又は改築

「確認書」 盟J並旦

とい う。) (5) 25戸を超え50戸以下

はその写 建築物1棟につき新築

日向市手数料条例の一部を改正する条例

日向市手数料条例 (平成12年 日向市条例第 2号)の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

議案第 24号



しの提出が

ある場合

宅の品質

保の促進

に関する

律第6条

2第 4項

規定によ

り確 認の結

を記載 し

こ住宅性能

141, 000円

6) 50戸を超え100戸以下

建築物1棟 にっき新築

7) 100戸を超え200戸以下

建築物1棟 につき新築

8) 200戸を超え300戸以下

建築物1棟 にっき新築

築461 000円

9) 300戸超 建築物1棟

増築又は改築 523 000

次の各号に掲げる認定申請に

係る住宅がその全部又は一部

をなす建築物の住宅の戸数の

区分に応 じ、 当該各号に定め

る金額

(1)・(2) [略]

(3) 5戸 を超え10戸以下

建築物1棟につき並匹並

円

しの提出が

る場合 142,000円

6) 50戸を超え100戸以下

建築物1棟につき新築

7) 100戸を超え200戸以下

建築物1棟 につき新築

8) 200戸を超え300戸以下

建築物1棟 につき新築

9) 300戸超 建築物1棟

につき新築356 000円

増築又は改築528 000円

宅の品質

保の促進

に関する

律第6条

2第 4項

規定によ

り確 認の結

を記載し

こ住宅性能

次の各号に掲げる認 定申請に

係る住宅がその全部又は一部

をなす建築物の住宅の戸数の

区分に応 じ、 当該各号に定め

る金額

(1)・(2) [略1

(3) 5戸 を超え10戸以下

建築物1棟 につき37 000



此、書若 し

くは住宅性

1評価書又

これ らの

しの提出

:ない場合

評価書 (以

下 「住宅性

能評価書」

とい う。 )

又はその写

しの提出が

ある場合

4) 10戸を超え25戸以下

建築物1棟 につき60 000

円

5) 25戸を超え50戸以下

建築物1棟 につき95 000

6) 50戸を超え100戸以下

25戸を超え50戸以下

建築物1棟 につき95 000

(6) 50戸を超え100戸以下

建築物1棟 につき

145, 000円

7) 100戸を超え200戸以下

建築物1棟 につき

245,000円

8) 200戸を超え300戸以下

建築物1棟 につき

310 000円

9) 300戸超 建築物1棟

次の各号に掲げる認定申請に

る住宅がその全部又は一部

をなす建築物の住宅の戸数の

区分に応 じ、 当該各号に定め

る金額

1) [略]

2) 1戸を超え5戸 以下

建築物1棟 にっき新築

書若 し

くは住宅性

評価書又

これ らの

しの提出

1ない場合

拝価書 (以

丁 「住宅性

指評価書」

とい う。)

又はその写

しの提出が

ちる場合

4) 10戸を超え25戸以下

建築物1棟につき61 000

5) 25戸を超え50戸以下

6) 50戸を超え100戸以下50戸を超え100戸以下

建築物1棟 につき

146, 000円

(7) 100戸を超え200戸以下

建築物1棟 につき

248, 000円

(8) 200戸を超え300戸以下

建築物1棟 につき

314,000円

(9) 300戸超 建築物1棟

につき356 000円

の各号に掲げる認定申請に

る住宅がその全部又は一部

なす建築物の住宅の戸数の

分に応 じ、 当該各号に定め

金額

(1) [略]

(2) 1戸を超え5戸 以下

建築物1棟につき新 築

旦1 良凹丑、増築又は改

築167 000円



(3) 5戸 を超え10戸以下 (3) 5戸 を超え10戸以下

建築物1棟 につき新築

4) 10戸を超え25戸以下

建築物1棟 につき新築

5) 25戸を超え50戸以下

建築物1棟 につき新築

築936 000円

6) 50戸を超え100戸以下

建築物1棟 につき新築

7) 100戸を超え200戸以下

建築物1棟 につき新築

2 006 000円、増築又は

改築乙 1̂.20(凹巴

8) 200戸を超え300戸以下

建築物1棟 につき新築

9) 300戸超 建築物1棟

円、増築又は改築

建築物1棟につき新築

Ⅱ広旦Ⅱ旦、増築又は改

築四,70(没巴

(4) 10戸を超え25戸以下

建築物1棟につき新築

匹i立凹巴、増築又は改

築527000円

(5) 25戸を超え50戸以下

建築物1棟につき新築

競Ly凹巴、増築又は改

築%i立没巴

(6) 50戸を超え100戸以下

建築物1棟につき新築

L里立」旦巴、増築又は

改築1 625 000円

(7) 100戸を超え200戸以下

建築物1棟 につき新築

乙舐匹立旦旦、増築又は

改築3 010 000円

(8) 200戸を超え300戸以下

建築物1棟 にっき新築

乙凪Ⅲ立里旦、増築又は

改築L^迎邸凹旦

(9) 300戸超 建築物1棟

につき新築3 557 000

円、増築又は改築



1の2 長

期優良住

宅維持保

全計画認

定申請手

数料

期優良住宅法第 5条

6項 又は第 7項 の規

に基づく長 期優良住

計画の認定

の申請 に対する審査

5 230 000円

の各号に掲げる認 定申請に

る住宅がその全部又は一部

をなす建築物の住宅の戸数の

ス分に応 じ、 当該各号に定め

る金額

3) 5戸 を超え10戸以下

建築物1棟 につき53 000

4) 10戸を超え25戸以下

建築物1棟 につき88 000

5) 25戸を超え50戸以下

建築物1棟 につき

141 000円

6) 50戸を超え100戸以下

建築物1棟 につき

215 000円

7) 100戸を超え200戸以下

建築物1棟 につき

364 000円

(8) 200戸を超え300戸以下

建築物1棟につき

461000円

(9) 300戸超 建築物1棟

につき523 000円

1の2 長

期優良住

宅維持保

全計画認

定申請手

数料

期優良住宅法第5条

6項 又は第 7項 の規

に基づく長 期優良住

持保全計画の認定

申請に対する審査

5, 278, 000円

次の各号に掲げる認 定申請に

る住宅がその全部又は一部

をなす建築物の住宅の戸数の

区分に応 じ、 当該各号に定め

る金額

1)・(2) [略1

3) 5戸 を超え10戸以下

建築物1棟につき54 000

4) 10戸を超え25戸以下

建築物1棟につきsg ooo

円

5〉 25戸を超え50戸以下

建築物1棟にっき

142,000円

6) 50戸を超え100戸以下

建築物1棟 につき

217,000円

7) 100戸を超え200戸以下

建築物1棟 につき

367 000円

8) 200戸を超え300戸以下

建築物1棟 につき

465 000円

9) 300戸超 建築物1棟



書若し の各号に掲げる認 定中請に

る住宅がその全部又は一部

なす建築物の住宅の戸数の

分に応 じ、 当該各号に定め

る金額

(1) [略]

(2) 1戸を超え5戸以下

建築物1棟 につき

166 000円

(3) 5戸 を超え10戸以下

建築物1棟 につき

264 000円

(4) 10戸を超え25戸以下

建築物1棟につき

522, 000円

(5) 25戸を超え50戸以下

建築物1棟につき

936 000円

(6) 50戸を超え100戸以下

建築物1棟 につき

1 611 000円

(7) 100戸を超え200戸以下

建築物1棟 につき

2 982 000円

(8) 200戸を超え300戸以下

建築物1棟 につき

4, 266, 000円

の各号に掲げる認 定申請に

る住宅がその全部又は一部

なす建築物の住宅の戸数の

分に応 じ、 当該各号に定め

金額

(1) [略1

(2) 1戸を超え5戸以下

建築物1棟 につき

167 000円

(3) 5戸 を超え10戸以下

建築物1棟 につき

267000円

(4) 10戸を超え25戸以下

建築物1棟につき

527000円

(5) 25戸を超え50戸以下

建築物1棟につき

945 000円

(6) 50戸を超え100戸以下

建築物1棟 につき

1 625 000円

(7) 100戸を超え200戸以下

建築物1棟 につき

3 010 000円

(8) 200戸を超え300戸以下

建築物1棟 につき

4 305 000円



2 長期優

良住宅建

築等計画

変更認定

申請手数

料

期優良住宅法第8条

1項の規定に基づく

期優良住宅建築等計

の変更認定の申請に

る審査

(9) 300戸超 建築物1棟

につき5 230 000円

の各号に掲げる認定中請に

る住宅がその全部又は一部

なす建築物の住宅の戸数の

分に応 じ、 当該各号に定め

る金額

(1)～(4) [略1

(5) 25戸を超え50戸以下

建築物1棟につき新築

二匹並旦、増築又は改築

82, 000円

(6) 50戸を超え100戸以下

建築物1棟につき新築

95 000円、増築又は改築

142, 000円

(7) 100戸を超え200戸以下

建築物1棟 につき新築

157 000円、増築又は改

8) 200戸を超え300戸以下

建築物1棟 につき新築

193,000円、増築又は改

築287 000田

9) 300戸超 建築物1棟

2 長期優

良住宅建

築等計画

変更認定

申請手数

料

期優良住宅法第8条

1項の規定に基づく

期優良住宅建築等計

の変更認定の申請 に

る審査

(9) 300戸超 建築物1棟

につき5, 278, 000円

の各号に掲げる認 定中請に

る住宅がその全部又は一部

なす建築物の住宅の戸数の

分に応 じ、 当該各号に定め

金額

(1)～(4) [略]

(5) 25戸を超え50戸以下

建築物1棟 につき新築

皿』匹旦、増築又は改築

83,000円

(6) 50戸を超え100戸以下

建築物1棟につき新 築

西J並旦、増築又は改築

143000円

(7) 100戸を超え200戸以下

建築物1棟 につき新築

8) 200戸を超え300戸以下

建築物1棟 につき新築

195 000円、増築又は改

築290 000円

9) 300戸超 建築物1棟

増築又は改築309 000円



1 1 旦

(住

.又はその

しの提出

あ゙る場合

一限る。)

の各号に掲げる認定中請に

る住宅がその全部又は一部

なす建築物の住宅の戸数の

分に応じ、当該各号に定め

金額

(1)～(4) [略]

(5) 25戸を超え50戸以下

建築物1棟につき55000-

円

(6) 50戸を超え100戸以下

建築物1棟にっき

(7) 100戸を超え200戸以下

建築物1棟につき

(8) 200戸を超え300戸以下

建築物1棟につき

(9) 300戸超 建築物1棟

につき206 000円

長期優良住

宅法第6条

第1項第1

号に掲げる

基準に係ろ

変更がある

次の各号に掲げる認定申請に

係る住宅がその全部又は一部

をなす建築物の住宅の戸数の

区分に応じ、当該各号に定め

る金額

(1) 1戸 建築物1棟につ

基本額 (住

宅性能評価

書又はその

写しの提出

がある場合

に限る。)

次の各号に掲げる認定中請に

係る住宅がその全部又は一部

をなす建築物の住宅の戸数の

区分に応じ、当該各号に定め

る金額

(1)～(4) [略1

(5) 25戸を超え50戸以下

建築物1棟につき56000-

-F'1

(6) 50戸を超え100戸以下

建築物1棟につき

(7) 100戸を超え200戸以下 1

建築物1棟につき

(8) 200戸を超え300戸以下

建築物1棟につき

(9) 300戸超 建築物1棟

につき四望立凹丑

長期優良住

宅法第6条 1

第1項第1

号に掲げる

辰準に係る

変更がある

次の各号に掲げる認定申請に

係る住宅がその全部又は一部

をなす建築物の住宅の戸数の

区分に応じ、当該各号に定め

る金額

(1) 1戸 建築物1棟につ



き新築35, 000円、増築又

2) 1戸を超え5戸以下

建築物1棟につき新築

sg ooo円、増築又は改築

133, 000円

3) 5戸 を超え10戸以下

建築物1棟につき新築

築211 000円

4) 10戸を超え25戸以下

建築物1棟 につき新築

築434, 000円

5) 25戸を超え50戸以下

建築物1棟 につき新築

535 000円、増築又は改

6) 50戸を超え100戸以下

建築物1棟 につき新築

939 000円、増築又は改

築L至回空凹旦

(7) 100戸を超え200戸以下

建築物1棟 につき新築

1 761 000円、増築又は

改築互旦ム」狙旦

(8) 200戸を超え300戸以下

易合 (確認

磐若 しくは

主宅性能評

面書又はこ

比らの写し

7)提出があ

る場合を除

く。) の加

き新築35,000円、増築又

2) 1戸を超え5戸 以下

建築物1棟につき新築

134 000円

3) 5戸 を超え10戸以下

建築物1棟 につき新築

築213 000円

4) 10戸を超え25戸以下

建築物1棟につき新 築

5) 25戸を超え50戸以下

建築物1棟 につき新築

6) 50戸を超え100戸以下

建築物1棟 につき新築

949 000円 増築又は改

(5)

築五^エ仝凹旦

(7) 100戸を超え200戸以下

建築物1棟 につき新築

1780000円、増築又は

改築互」玉」凹巴

(8) 200戸を超え300戸以下



期優良住

法第6条

1項第2

1、第5号

は第 6号

こ掲げる基

に係る変

がある場

口 の加算額

建築物1棟 につき新築

2, 559 000円、増築又は

改築虱! ム邸凹巴

(9) 300戸超 建築物1棟

につき新築ムⅡ立工四

円、増築又は改築

4 707 000円

の各号に掲げる認 定申請に

る住宅がその全部又は一部

なす建築物の住宅の戸数の

分に応 じ、 当該各号に定め

る金額

(1)・(2) [略1

(3) 5戸 を超え10戸以下

建築物1棟につき新築

14000円、増築又は改築

22, 000円

(4) [略1

(5) 25戸を超え50戸以下

建築物1棟 につき新築

39, 000円、増築又は改築

57 000円

(6) 50戸を超え100戸以下

建築物1棟 につき新築

48000円、増築又は改築

72, 000円

(7) 100戸を超え200戸以下

期優良住

法第6条

1項第2

1、第5号

は第 6号

こ掲げる基

に係る変

がある場

口 の加算額

建築物1棟 につき新築

ζ二生悲没巴、増築又は

改築虱」上邸坦巴

(9) 300戸超 建築物1棟

につき新築虱二夷工四

円、増築又は改築

4,750,000円

の各号に掲げる認 定申請に

る住宅がその全部又は一部

なす建築物の住宅の戸数の

分に応 じ、 当該各号に定め

金額

(1)・(2) [略]

(3) 5戸 を超え10戸以下

建築物1棟につき新 築

15、000円、増築又は改築

22, 000円

(4) [略1

(5) 25戸を超え50戸以下

建築物1棟につき新築

39, 000円、増築又は改築

58, 000円

(6) 50戸を超え100戸以下

建築物1棟 につき新築

49 000円、増築又は改築

72, 000円

(7) 100戸を超え200戸以下



2の2 長

期優良住

宅維持保

全計画変

更認定申

請手数料

期優良住宅法第8条

1項の規定に基づく

期優良住宅維持保全

ユ 画の変更認定の申請

に対する審査

建築物1棟 につき新築

87, 000円、増築又は改築

129, 000円

8) 200戸を超え300戸以下

建築物1棟 につき新築

116 000円、増築又は改

9) 300戸超 建築物1棟

増築又は改築 215 000

次の各号に掲げる認 定申請に

る住宅がその全部又は一部

をなす建築物の住宅の戸数の

区分に応 じ、 当該各号に定め

る金額

1)～(4) [略1

5) 25戸を超え50戸以下

建築物1棟 につき82, 000

6) 50戸を超え100戸以下

建築物1棟 につき

142, 000円

7) 100戸を超え200戸以下

建築物1棟 につき

233, 000円

8) 200戸を超え300戸以下

2の2 長

期優良住

宅維持保

全計画変

更認定申

請手数料

期優良住宅法第8条

1項の規定に基づく

期優良住宅維持保全

画の変更認定の申請

こ対する審査

建築物1棟 にっき新築

胆訊匹旦、増築又は改築

130000円

(8) 200戸を超え300戸以下

建築物1棟 につき新築

旦,70(里旦、増築又は改

築H玉立没巴

(9) 300戸超 建築物1棟

につき新築146, 000円、

増築又は改築217. 000円

欠の各号に掲げる認 定申請に

系る住宅がその全部又は一部

をなす建築物の住宅の戸数の

分に応 じ、 当該各号に定め

1)～(4) [略]

5) 25戸を超え50戸以下

建築物1棟 につき83, OQ＿Q＿

円

(6) 50戸を超え100戸以下

建築物1棟 につき

143000円

(7) 100戸を超え200戸以下

建築物1棟 につき

236000円

(8) 200戸を超え300戸以下



期優良住

法第 6条

1項第1

1に掲げる

に係る

更がある

1 (確認

6 若 しくは (2)

宅性能評

書又はこ

らの写し

提出があ

る場合を除

く。) の加 (4)

額

建築物1棟 につき

287, 000円

(9) 300戸超 建築物1棟

につき306, 000円

の各号に掲げる認定中請に

る住宅がその全部又は一部

なす建築物の住宅の戸数の

分に応 じ、 当該各号に定め

る金額

(1) 1戸 建築物1棟 につ

きヱ狙匹立巴

1戸 を超え5戸以下

建築物1棟 につき

133 000円

(3) 5戸 を超え10戸以下

建築物 ↓棟 につき

211 000円

10戸を超え25戸以下

建築物1棟 につき

434- 000円

(5) 25戸を超え50戸以下

建築物1棟につき

795 000円

(6) 50戸を超え100戸以下

建築物1棟 につき

1 396 000円

(7) 100戸を超え200戸以下

1棟につ

建築物1棟 につき

290,000円

9) 300戸超 建築物1棟

期優良住 の各号に掲げる認 定中請に

法第 6条 る住宅がその全部又は一部

1項第1 なす建築物の住宅の戸数の

に掲げる 分に応 じ、 当該各号に定め

準に係るlる金額

変更があるI(1) 1戸 建築物

合 (確認  き53 000円

書若しくは 1(2) 1戸を超え5戸以下

主宅性能評  建築物1棟 につき

1西書又はこ  134,000円

れらの写し1(3) 5戸 を超え10戸以下

ク)提出があ  建築物1棟 につき

く。) の加1(4〉 10戸を超え25戸以下

算額     建築物1棟 につき

438,000円

25戸を超え50戸以下

建築物1棟につき

802. 000円

50戸を超え100戸以下

建築物1棟につき

ziog ooo円

100戸を超え200戸以下

(5)

(7)



建築物1棟 につき

2 618 000円

8) 200戸を超え300戸以下

建築物1棟につき

3, 805, 000円

9) 300戸超 建築物1棟

につき4 707 000円

の各号に掲げる認 定申請 に

る住宅がその全部又は一部

をなす建築物の住宅の戸数の

区分に応じ、 当該各号に定め

る金額

1)～(4) [略]

5) 25戸を超え50戸以下

建築物1棟 につき57 000

円

(6) 50戸を超え100戸以下

建築物1棟 につき

72, 000円

(7) 100戸を超え200戸以下

建築物1棟 につき

129 000円

(8) 200戸を超え300戸以下

建築物1棟 につき

172, 000円

(9) 300戸超 建築物1棟

につき215000円

建築物1棟 につき

2, 642, 000円

(8) 200戸を超え300戸以下

建築物1棟 につき

3,841,000円

(9) 300戸超 建築物1棟

につき4, 750, 000円

の各号に掲げろ認 定申請に

、る住宅がその全部又は一部

なす建築物の住宅の戸数の

分に応 じ、 当該各号に定め

る金額

(1)～(4) [略1

(5) 25戸を超え50戸以下

建築物1棟 につき5800〇一

円

(6) 50戸を超え100戸以下

建築物1棟 にっき

72,000円

(7) 100戸を超え200戸以下

建築物1棟 につき

130 000円

(8) 200戸を超え300戸以下

建築物1棟 につき

174000円

(9) 300戸超 建築物1棟

につき,2170(凹旦



[略コ

:55 低炭素 1都市の低炭素化の促進1低炭素化促―定』 次の各号に掲げる建

1 建築物新 1に関する法律 (平成241進法第54条M- 築物の住宅の戸数の

1 築等計画 1年法律第84号。以下 1第1項第1区這竺区分に応じ、当該各

 認定中請 も「低炭素化促進法」 とl号に掲げる【 全 号に定める金額

 手数料 いう。) 第53条第1項1基準に係るffi-)-(1) 1戸 建築物

 Eの規定に基づく低炭素1技術的審査; 1棟につき6,000

1::::,m:::';:ピ=よ蓑二日I蚕旦

(2) 1戸を超え5

監 吃 1た計画であ匿フ花 戸以下 建築物

"<'u:'-;ri:""巨
1棟につき

11,000円

(3) 5戸を超え10

1 1 1炭素建築物墓売L 戸以下 建第物

 1 1[}:[:ビ
1棟につき

(4) 10戸を超え25

 提出がある 戸以下 建築物

ノ }″■
1棟につき

(5) 25戸を超え50

. 1 1 1 戸以下 建築物

 1 1 1
1棟につき

(6) 50戸を超え100

1 1 ] 戸以下 建築物 

1 1 1 1棟につき 1

[略1

55 低炭素 市の低炭素化の促進 一 化促

: 建築物新 一関する法律 (平成24 法第54条

築等計画 号。以下 1項第1

認定申請 「低炭素化促進法」 と 4に掲げる

手数料 】う。) 第53条第1項 に係る

-に基づく低炭素

、計画の認 一適合する

の申請に対する審査 と認 められ

-計画であ

ことを証

する書類

(以下 「低

建築物

前審査適

1 1証 等」 と

 ・う。) の
1 出 が あ る

笈釘・建築物1+十 つき 
爾;

物の全

部又は

一部が

宅であ

る場合

部分

認定申 次の各号に掲げる床 1
1 1 匡合 請に係 面積の合計の区分に 1

1 1 応じ、当該各号に定 1

1 1 1
物の全

允i1烈0平方メー .1
1 ] 1 一部が一 ル未満 建果物 j

1 1宅であ

る場合 (2)ん;#論l-ト1
1 1 ル以上2,000平方1



85 000円

(7) 100戸を超え

200戸以下 建築

物1棟 にっき

耕4, 000円

(8) 200戸を超え

300戸以下 建築

物1棟 にっき

169, 000円

(9) 300戸超 建築

物1棟 につき

181000円

定申 の各号に掲げる床

目に 係 積の 合 計 の 区 分 に

る建築 ・、じ、 当該各号に定

の全 め る金額

又は (1) 300平方メー 1・

1 が  ル以内 建築物

住宅  1棟 につき

あ゙る   11 000円

口 の (2) 300平方メー ト

住宅  ルを超え2, 000平

・分及  方メー トル以内

7、同  建築物1棟 につ

宅の   き29 000円

、用部

建築物1棟につ

き20, 000円

3) 2, 000平方メ

トル 以上5, 000平

建築物1棟 に

っき43, 000円

4) 5 000平方メ

トル を以上 建

物1棟 につき

77, 000円

定申 の各号に掲げる床

に係 積の合計の区分に

じ、 当該各号に定

る金額

1) 300平方メー 1

ル未満 建築物

1棟 につき

10 000円

ル以上1,000平方

メー トル未満

建築物1棟 につ

1, 000平方メ

トル以上2, 000平



]  方メー 1ヘル未満

1 建築物1棟 につ

j

き26000円

(4) 2,000平方メー

トルユ 5,000平

方メー トル未満

建築物1棟 に

つき77000円

(5) 5,000平方メー

トル以上10,000

平方メー トル 未

漠 建築物1棟

につき121 000円

(6) 10,000平方メ

ー トル以上

25,000平方メー

トル未満 建築

物1棟 につき

(7) 25,000平方メ

ー トル以上 建

築物1棟 につき

190000円

忍定申

ニ に±1清に係

ろ建築1志じ、当該各号に定 l

す忍定申1
清に係l
る建築1

ユ  2, 000平方メー

トル を超え5, 000

平方メー トル以

虫 建築物1棟

にっき85, 000円

工  5, 000平方メー

トル を超え

10, 000平方メー

トル以内 建築

物1棟 にっき

134 000円

(5) 10, 000平方メ

ートル を超え

25, 000平方メー

トル以内 建築

物1棟 につき

169 000円

(6) 25, 000平方メ

ー トル超 建築

物1棟 につき

211 000円

kの各号に掲げる建

匹物の住宅の戸数の

〈分 に応 じ、 当該各



の全 号 に定 める金 額

又は (1) 1戸 建築物

部が   1棟 につ き

宅で  38, 000円

る場 (2) 1戸 を超 え 5

口の   戸以下 建築物

,分   1棟 につ き

(共 同  75 000円

宅の (3) 5戸 を超 え10

、用部  戸以下 建築物

を除   1棟 につ き

く  )       104  000円

(4) 10戸を超 え25

戸以下 建築物

1棟 につ き

146 000円

(5) 25戸を超 え50

戸以下 建築物

1棟 につ き

208, 000円

(6) 50戸を超 え100

戸以下 建築物

1棟 につ き

298, 000円

(7) 100戸 を超 え

200戸以下 建築

物1棟 につ き

出がない 物 が戸

建住宅

である

場合の

エネル

ギー消
一

田
一

m
一

六
是
仰

一

し
一

(1)に

定める

による

める金 額

(1) 200平方メー ト

ル未満 建築物

1棟 につき

35, 000円

(2) 200平方メー Iヘ

ル以上 建築物

1棟 につ き

38,000円



402, 000円

(8) 200戸を超え

300戸以下 建築

物1棟 につき

526, 000円

(9) 300戸超 建

物1棟 につき

617 000円

分

認定申 次の各号に掲げる床

請に係 面 積の合計の区分に

る建築 応 じ、 当該各号に定

物の全 め る金額

一部が  ル未満 建築物

宅であ  67 000円

る場合 (2) 300平方メー ト

計算法  メー トル未満

による  建築物1棟 につ

トル 以上5,000平

方メー トル未満

建築物1棟 に

つき187,000円

4) 5, 000平方メ



トル以上 建築

物1棟につき

267, 000円

欠の各号に掲げる床認定中

d青(こ係

物が戸

である

±

i1積の合計の区分に

壱、じ、 当該各号に定

ろる金額

(1) 200平方メー ト

ル未満 建築物

1棟 につき

26 000円

(2) 200平方メー ト

ル以上 建築物

1棟 につき

29 000円

一

能
一

樽
一

m
一

詐
一

六
兇

]
昨

一

は

7
一

員

T
一

限
一



t
一

些

九
一

…
一

」
"

'

]
m

一

〒
認定申

請に係

る建築

物の全

部又は

一部が

宅であ

る場合

辻

様・計

算併用

法によ

欠の各号に掲げる床

白-1積の合計の区分に

1乙ミじ、 当該各号に定

める金額

(1) 300平方メー 1・

ル未満 建築物

1棟 につき

50 000円

(2) 300平方メー ト

ル以上2, 000平方

メー トル未満

建築物1棟 につ

き83 000円

[3) 2, 000平方メー

部分   トル以上5, 000平



方メー I～ル未満

建築物1棟 に

つきM3, 000円

(4) 5、000平方メー

1・ル以一ヒ 建築

物1棟 につき

i 申 次の各号に掲げる床

爾ふ 面積の合計の区分に

爾這応じ、 当該各号に定

覧播 める金額

日Ⅲ (1) 200平方メー I-

1 が

一建

であ

場合

ル未満 建築物

1棟 につき

19 000円

(2) 200平方メー 1・

ル以上 建築物

1棟につき

20, 000円

一

 
 
櫓

慕
晃

二
士
竹

一



定申 次の各 号に掲 げ る床

に係 面 積 の合計 の区分 に

部又は (1) 300平方 メー ト

一部が  ル未満 建築物

宅であ  33 000円

に  メー トル 未満



1・ル以上5,000平

1 方メー 1・ル未満

1 建築物1棟にっ

きgg,ooo円

(4) 5,000平方メー

1 1・ル以」二 建築

1 物1棟 につき

【
― 次の各号に掲げる床

面積の合計の区分に

応じ、 当該各号に定

める金額

(1) 300平方メー ト

ル未満 建築物

爾ふ
し豐
■環
震J
匹宜
医T
である

場合の

1棟 につき

217,000円

(2) 300平方メー Iヘ

ル以上1,000平方

エネル メー トル未満

ギー消 建築物1棟につ

費性能

基準等

き271,000円

(3) 1,000平方メー

トル 以一ヒ2,000平を定め 1

る省令 方メー トル未満 1

(平成 建築物1棟 に

28年経 つき349,000円 ]
斉産業 (4) 2,000平方メーl

定申 次の各号に掲げる床

8に係 面 積の合計の区分に

応じ、 当該各号に定

1め, 金額
る建築応 じ

吻。全1ヵイ

主宅の

1) 300平方メー ト

ル以内 建築物

1棟 につき

117 000円

2) 300平方メー 1

ルを超え2, 000平

方メー トル以内

建築物1棟に

つき191,000円

3) 2,000平方メ

トル を超え5, 000

平方メー トル以

内 建築物1棟

につき297 000円

4) 5, 000平方メ



トル を超え

10, 000平方メー

トル以内 建築

物1棟 につき

380 000円

(5) 10 000平方メ

ートル を超え

25, 000平方メー

トル 以内 建築

物1棟 につき

454 000円

(6) 25 000平方メ

ートル超 建築

物1棟につき

528 000円

省令・   トル 以上5, 000平

1国土交  方メー トル 宋満

通省令   建築物1棟 に

買'G-1     つきl197, 000円

号。以 (5) 5. 000平方メー

トル 以上10,000

平方メー トル未

満 建築物1棟

につき612,000「

(6) 10,000平方メ

一トル以上

25,000平方メー

トル未満 建築

物1棟につき

(7) 25,000平方メ

及び口

(1)に

定める

基準に

よる非

分及び

宅の共

用部分

一 トル以上 建

築物1棟 につき

認定申 次の各号に掲げる床



る建築 応 じ、 当該 各号に定

物の全 める金 額

部又は (1) 300平方メー 1・

-部が

非住宅

である

場合の

ル未濶 建第物

1棟 につ き

(2) 300平方 メー 1・

賠ユ
漏準省

ル以上1,000平力

メー トル 未満

建築物 1棟 につ

き107,000円

(3) 1,000平方 メー

1

1イ

(2)及

し出

トル 以上2,000斗

方メー 1・ル宋満

建築物 1棟 に

つき140,000円

(4) 2,000平方メー

める

に

る非

宅部

及び

トル 以上5,000斗

方メー トル 未満

建第物 1棟 に

つき225,000円

(5) 5,000平方 メー

請に係 面 積 の合計のレ(分 に

トル 以上10, 000

宅の共 平方メー トル未

用部 分 満 建築物1棟

につ き293 000円



1 1

―び 次の各号に掲げる床

i 面積の合計の区分に

匹み 応じ、 当該各号に定

甲
める金額

(1) 300平方メー ト

ル以内 建築物

#1
1棟 につき

1 138000円

(2) 300平方メー ト

ルを超え2,000平

部分の 方メー トル以内

外皮性1 建築物1棟につ

=1
き214,000円

(3) 2,000平方メー

トル を超え5,000加算額1
) 平方メー トル 以 

1 内 建築物1棟 1

(6) 10, 000平方メ

ートル以上

25,000平方メー

トル未満 建築

物1棟 にっき

351, 000円

(7) 25, 000平方メ

ートル以上 建

築物1棟につき

412, 000円



( につき27C1,000円

(4) 5,000平方メー

I
トル を超え

10,000平方メー

1 トどレ以内 建築

I 物1棟 につき

I(5) 10,000平方メ

ートル を超え

25,000平方メー

トル以内 建築

1 物1棟 につき

1(6) 25,000平方メ

 ートル超 建築
1 物1棟 (ユっよ

420,000円

認定申 次の各号に掲げる建

請に係 築物の住宅の戸数の

る建築 区分に応 じ 当該各)

物の全 号に定める金額

部又は (1) 1戸 建築物

-部が 1棟 につき3,000

会1
旦

戸以下 建簗物 ノ(2) 1戸を超え5

屹 准 1
宅部分l 1棟 につき5,5001

I

認定申 建築物1棟 につき

請に係

物が戸

である

場合

顔定申 次の各号に掲げる床 1
清に係 1Ⅲ積の合計の区分に 』
る建築 j芯じ 当該各号に定 )

低炭素

建築物新

築等計画

変更認定

申請手数

料

一素化促進法第55条 一素建築

1項 の規定に基づく 事前審査

一素建築物新築等計 合証等の

の変更認定の申請に 出がある

る審査      口

低炭素

建築物新

築等計画

変更認定

申請手数

料

一素化促進法第55条

1項の規定に基づく

一素建築物新築等計

の変更認定の申請 に

る審査



5戸 奈超 え10

旦

(4) 10戸を超 え25

戸以下 建築物

1棟 につき

14 500円

(5) 25戸を超 え50

戸以下 建築物

1棟 につ き

24 000円

(6) 50戸を超 え100

戸以下 建築物

1棟 につ き

42,500円

(7) 100戸を超 え

200戸以下 建築

物1棟 につ き

67 000円

(8) 200戸を超 え

300戸以下 建築

物1棟につき

84 500円

(9)一品:シ 建築
物1棟 につ き

める金 額

ル未満 建築物

1棟 につ き5, 000

ル以上2, 000平方

メー トル 未満

建築物 1棟 につ

き10 000円

3) 2, 000平方メ

トル 以上5, 000平

方メー トル 未満

建築物 1棟 につ

き21 500円

4) 5,000平方 メ

トルを超 建築

物1棟 につ き

38, 500円



9忍定中

1青(こ係

る建築

拘の全

部又は

一部が

非住宅

である

場合の

非住宅

部分及

び共同

1主宅の

共用部

90 500円

の各号に掲げる床

積の合計の区分に

じ、 当該各号に定

る金額

1) 300平方メー ト

ル以内 建築物

1棟 につき5 500

(2) 300平方メー ト

ルを超え2, 000平

方メー トル以内

建築物1棟 に

つき14500円

(3) 2, 000平方メー

トル を超え5, 000

平方メー トル以

内 建築物1棟

につき42500円

(4) 5, 000平方メー

トル を超え

10, 000平方メー



―鵠
爾≧
ー

る建 築

物の全

部又は

一部が

住宅で

ある場

宅部分

(共同

1主宅の

トル 以内 建築

物1棟 につ き

67, 000円

包吐 10, 000平方メ

ー I-ルを超 え

25, 000平方メー

トル 以内 建築

物1棟 につ き

84, 500円

-(6)  25, 000平方メ

ー トル 超 建築

物1棟 につ き

105 500円

次の各号 に掲 げ る建

涜物 の住宅の戸数 の

メ分 に応 じ、 当該 各

弓一に定 める金 額

(1) 1戸 建築物

1棟 につ き

19, 000円

12) 1戸 を超 え 5

戸以下 建築物

1棟 につ き

37, 500円

[3) 5戸 を超 え10

共用部  戸以下 建築物

分を除  1棟 につき

満 建築物 1棟

につ き60 500円

(6) 10, 000平方メ

ー トル 以上

25, 000平方 メー

トル 未満 建築

物1棟 につ き

76, 000円

(7) 25, 000平方メ

ー トル 以上 建

築物 1棟 につ き

95, 000円

定申 の各号 に掲 げ る床

円に係 積の合 計の区分 に

・、じ、 当該 各号 に定

が戸 る金 額

宅 (1) 200平方 メー ト

・ある  ル未満 建築物

口の   1棟 に つ き

17 500円

ネル (2) 200平方 メー 1・

一消  ル以上 建築物

性能  1棟 につき

等  ig ooo円

定め

令



52, 000円

(4) 10戸を超 え25

戸以下 建築物

1棟 につ き

73 000円

(5) 25戸を超 え50

戸以下 建築物

1棟 につ き

104 000円

(6) 50戸を超 え100

戸以下 建築物

1棟 につ き

149, 000円

(7) 100戸を超 え

200戸以下 建築

物1棟 につき

201 000円

(8) 200戸 を超 え

300戸以下 建築

物1棟 につ き

263, 000円

(9) 300戸超 建築

物1棟 につき

308, 500円

一

胴
一

〒
一

及び ロ

(1)に
一

醇
一

町

〒
」
"
"

]
山
一

〒゙

認定申 次の各号に掲げる床

請に係 面 積の合計の区分に

盃並目応じ、当該各号に定



物の全 め る金額

部又は (1) 300平方メー 1・

一剖が  ル未満 建築物

共同住  1棟につき

宅であ  33500円

る場合 (2) 300平方メー I・

の標準  ル以-[2,000平方

計算法  メー トル未満

による  建築物1棟にっ

住宅部  き55, 500円

分 (共 (3) 2,000平方メー

]同住宅  トル以一ヒ5,000平

共用  方メー トル未満

分を   建築物1棟に

つき93, 500円

く   (4) 5, 000平方メー

トル以上 建築

物 1棟 につ き

133 500円

定申 の各号に掲げる床

1に係 積の合計の区分に

る建  ・、じ、 当該各号に定

が戸 る金額

宅 (1) 200平方メー ト

・・ある  ル未満 建築物

場合の  1棟につき

皇築止  13000円



(2) 200平方メー ト

ル以上 建築物

1棟 につき

14,500円



分

認定中 次の各号に掲げろ床

請に係 面積の合計の区分に

る建築 応じ、 当該各号に定

物の全

部又は

める金額

(1) 300平方メー ト

-部が ル未満 建築物

共同住

宅であ

る場合

1棟 につき

(2) 300平方メー ト

ニ辻 ル以上2,000平方

様・計 メー トル未満

算併用 建築物1棟 にっ

法によ

る住宅

き41500円

(3) 2,000平方メー

部分 1ヘル以上5,000平

(共同 方メー 1・ル未満

住宅の 建第物1棟 に

共用部 っき71,500円

分を除 (4) 5,000平方メー

く )一 トル以上 建築

物1棟 につき

104 000円

認定申 次の各号に掲げる床

請に係 面積の合計の区分に 1
る建築 応じ、 当該各号に定

物の全 める金額 

認定申

請に係

る建築

物の全

欠の各号に掲げる床

11積の合計の区分に

.とミじ、 当該各号に定

ろる金額



300平方メー ト

ル以内 建築物

1棟 につき

58, 500円

300平方メー ト

ルを超え2, 000平

方メー 1・ル以内

建築物1棟につ

き95, 500円

2, 000平方メー

トル を超え5, 000

平方メー トル以

内 建築物1棟

につき148, 500円

(4) 5, 000平方メー

トル を超え

10 000平方メー

トル以内 建築

物1棟 につき

igo ooo円

(5) 10, 000平方メ

ー トル を超え

25, 000平方メー

トル以内 建築

物1棟 につき

丹
1場合の

ネル

ー消

定め

省令

(平成

業

ブ〕 ゜

土交

令

1

1 以

「建

ネ基

227, 000円

(6) 25, 000平方メ

部又は (1) 300平方メー 1

ル未満 建築物

1棟 につき

108, 500円

ル以上1 , 000平方

建築物1棟につ

き135. 500円

トル以上2, 000平

方メー I・ル未満

建築物1棟 に

つき1 711, 500円

4) 2, 000平方メ

Iヘル 以 上 5,000平

方メー I・ル未満

建築物1棟 に

つき248, 500円

トノレ以 -1二10,000

平方メー トル未

満 建築物1棟

につき306 000円

6) 10, 000平方メ

い    一トル以上



ートル超 建築

物1棟 につき

264 000円

10条  1ヘル未満 建築

1 項   物 1 棟 に つ き

1号  361000円

(7) 25. 000平 ヲfメ

一 トル 以一ヒ 建

築物1棟 につき

次の各号に掲げる床

面積の合計の区分に

応じ、 当該各号に定

める金額

(1) 300平方メー 1・

ル未満 建築物

1棟 につき

(2) 300平方メー I・

申

係
 

全

は

が

宅

る

の

物

ネ

省

10

定

に

建

の

又

部
 

あ

ロ

 

エ

準

円
 
 
る

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
但

ル以上1,000平方

メー トル未満

建築物1棟 につ

き53 500円



号イ

(2)及

び口

(2)に

トル 以上2,000斗

方メー 1・ル未満

建築物1棟に

つき70,000円

(4) 2,000平方メー

定める

基準 に

よる非

住宅部

トル 以上5,000叶

方メー トル 未満

建築物1棟に

つき112,500円

(5) 5,000平方メー

1ヘノレ以」二10,000

平方 メー トル 未

満 建築物 1棟

につ き146,500ト

(6) 10,000平方 メ

ー トル 以-1:

25,000平方 メー

トル未満 建築

物1棟 につ き

(7) 25,000平方 メ

次の各号に掲げる床

粂第 1 (3) 1. 000平 方メー

トル 以一ヒ 建

築物1棟につき

206, 000円



る建築応 じ、当該各号に定

物の全 め る金額

部又は (1) 300平方メー ト

部が  ル以内 建築物

非住宅  1棟 につき

である  69 000円

場合の (2) 300平方メー ト

部分の  方メー トル以内

外皮性   建築物1棟 に

能評価  つき107, 000円

加算額  トル を超え5, 000

平方メー トル以

内 建築物1棟

につき139 500円

4) 5, 000平方メ

トル を超え

10 000平方メ

トル以内 建第

物1棟 につき

162, 500円

5) 10, 000平方メ

トル を超え

25,000平方メ

トル以内 建築

物1棟 につき



(6) 25,000平方メ

ートル超 建築

物1棟 につき

定申

に係

建築

が戸

佃

建築物1棟につき

5 000円一

定申

青(こイ系

建築

の全

又は

1 が

、同住

であ

場合

の住宅

け6分

の各号に掲げる床

の合計の区分に

・じ、 当該各号に定

る金額

(1) 300平方メー ト

ル未満 建築物

1棟 につき

9,000円

(2) 300平方メー ト

1 ル以上2,000平方

メー トル未満

建築物1棟 につ

き 20 000円 

認定申

言青(こ係

ろ建築

物が戸

建住宅

である

場合の

住宅部

分

建築物1棟 につき

認定申

請に係

る建築

物の全

部又は

一部が

共同住

宅であ

る場合

の住宅

部分

次の各号に掲げる床

面積の合計の区分に

応じ、 当該各号に定

める金額

(1) 300平方メー ト

ル未満 建築物

1棟 につき

g,ooo円

(2) 300平方メー ト

ル以上2,000平方 .

メー トル未満

建築物1棟につ

き 19000円 1

7 建築物

エネル ギ

ー消費性

能向上計

画認定申

請手数料

のエネルギー消

性能の向上等に関す

る法律 (平成27年法律

53号。以下 「建築物

エネ法」 とい う。)

34条第1項の規定に

づく建 築物エネルギ

消費性能向上計画の

定の申請に対する審

省工

法゙玉並杢

1項第1

1に掲げる

に係る

審査

に適合する

ことを証明

る書類

(以下 「建

エネ

向上事

目IJ 査適合

等」 とい

う。) の提

がある場

7 建築物

エネルギ

ー消費性

能向上計

画認定申

請手数料

のエネルギー消

性能の向上等に関す

る法律 (平成27年法律

53号。以下 「建築物

エネ法」 とい う。)

29条第1項の規定に

づく建 築物エネル ギ

消費性能向上計画の

定の申請に対する審

築物省工

法玉並主

1項第1

1に掲げる

に係る

審査

こ適合する

ことを証明

る書類

(以下 「建

エネ

向上事

J 合

等」 とい

う。) の提

がある場

口 口



申

係

築

全

は

が

宅

る

の

宅

定

に

建

の

又

部

住

あ

合

住

分

青

る
 

'

 

 

、

ガ

3) 2, 000平方メ

トル以上5, 000平

方メー トル未満

建築物1棟 に

4) 5, 000平方メ

トル以上 建築

物1棟 につき

78 000円

次の各号に掲げる床

面積の合計の区分に

じ、 当該各号に定

める金額

1) [略1

2) 300平方メー ト

ル以上2, 000平方

メー トル未満

建築物1棟につ

き 26 000円

3) 2, 000平方メ

トル以上5, 000平

方メー トル未満

建築物1棟 に

つき 78000円

(4) 5, 000平方メー

トル以上10, 000

平方メー トル未

藍定申

引こ係

5建築

切の全

耶又は

一部が

・I住宅

?ある

易合の

.[住宅

耶分

3) 2,000平方メ

トル 以上5, 000平

建築物1棟 に

つき 42, 000円

4) 5, 000平方メ

トル以上 建築

物1棟 につき

76 000円

次の各号に掲げる床

積の合計の区分に

じ、 当該各号に定

める金額

1) [略]

2) 300平方メ

ル以上2, 000平方

建築物1棟につ

き 25 000円

3) 2, 000平方メ

トル 以上5, 000平

方メー トル未満

建築物1棟 に

4) 5, 000平方メ

トル以上10, 000

平方メー トル未



築物省工

゛性能向上

前審査適

。証等の提

がない場

申

係

築

戸

宅

る

の

部

定

に

建

が

住

あ

合

宅

青

る
 

 

、

万

満 建築物1棟

につき 123 000

円

(5) 10, 000平方メ

ートル以上

25, 000平方メー

トル未満 建築

物1棟 につき

156, 000円

(6) 25, 000平方メ

ートル以上 建

築物1棟につき

195 000円

の各号に掲げる床

積の合計の区分に

・、じ、 当該各号に定

る金額

(1) [略]

(2) 200平方メー ト

ル以上 建築物

1棟 につき

38, 000円

築物省工

゛性能向上

前審査適

。証等の提

がない場

満 建築物1棟

につき 120, 000

円

(5) 10, 000平方メ

ートル以上

25,000平方メー

トル未満 建築

物1棟 につき

151 000円

(6) 25, 000平方メ

ートル 以上 建

築物1棟 につき

189, 000円

定申 の各号に掲げろ床

円に係  の合計の区分に

建築 ・、じ、 当該各号に定

が戸 る金額

住宅 (1) [略]

・・ある (2) 200平方メー ト

」の  ル以上 建築物

1棟 につき

ネノレ  37 000円

を定め

る省令



定申 の各号に掲げる床

.に係  の合計の区分に

る建築 ・、じ、 当該各号に定

の全 る金額

又は (1) 300平方メー ト

部が  ル未満 建築物

、同住   1棟 につき

であ  並迷並旦

る場合 (2) 300平方メー ト

住宅  ル以上2, 000平方

こよる

主宅部

定申

円(こイ系

る建築

物の全

部又は

一部が

共同住

宅であ

る場合

7)住宅

の各号に掲げる床

積の合計の区分に

・・じ、 当該各号に定

る金額

(1) 300平方メー ト

ル未満 建築物

1棟 につき

66 000円

(2) 300平方メー 1・

ル以上2, 000平方



分 メー Iヘル 未 満

建築物1棟 にっ

き 二 二

(3) 2, 000平方メー

トル以上5, 000平

方メー トル未満

建築物1棟 に

つき 191 000円

(4) 5, 000平方メー

トル以上 建築

物1棟 につき

273 000円

部分 メー トル未満

[忍定申
i
]ら
費扁
爾豐

廿
1 、

一

土
」

建築物1棟 につ

き 110, 000円

(3) 2, 000平方メー

トル以一ヒ5, 000平

方メー トル未満

建築物1棟 に

つき 186, 000円

(4) 5, 000平方メー

Iヘル以上 建築

物1棟 につき

266 000円

欠の各号に掲げる床

萌積の合計の区分に

1と、じ、 当該各号に定

める金額

(1) 200平方メー 1・

ル未満 建築物

1棟 につき

25000円

(2) 200平方メー ト

ル以上 建築物

1棟につき

28, 000円



次の各号に掲げる床 “1
面積の合計の区分に 1
芯じ、当該各号に定 1

門〒1北0平方メー トl
ル未満 建築物



、同住   1棟 につき

であ  49 000円

場合 (2) 300平方メー I～

ル以上2,000平力

メー トル未満

建築物1棟につ

き 82,000円

(3) 2,000平方メー

トル以上5,000平

方メー トル未満

建築物1棟 に

つき 142,000「

(4) 5,000平方メー

トノレ以一ヒ 建築

物1棟 につき

207 000円

次の各号に掲げる床

面積の合計の区分に

応じ 当該各号に定)

める金額

(1) 200平方メー ト

ル未満 建築物

1棟 につき

(2) 200平方メー ト

によ

ル以上 建築物

1棟 につき



19,000円

の各号に掲げる床

積の合計の区分に

・、じ、 当該各号に定

る金額

(1) 300平方メー ト

ル未満 建築物

1棟 につき

32, 000円



様

準に

る住

,分

1
の各号に掲げる床

積の合計の区分に

・、じ、 当該各号に定

る金額

(1) 300平方メー ト

ル未満 建築物

1棟 につき

221, 000円

(2) 300平方メー ト

ル以上2, 000平方

メー トル未満

建築物1棟につ

き 上 上 二

る場合 (2) 300平方メー I・

ル以上'＿., ooo平方

メー トル未満

建第物1棟 にっ

き 55, 000円

(3) 2, 000平方メー

トル以上5, 000平

方メー トル未満

建築物1棟 に

つき 99, 000円

(4) 5,000平方メー

1・ル以上 建築

物1棟 につき

148, 000円

の各号に掲げる床

積の合計の区分に

芯じ、 当該各号に定

める金額

(1) 300平方メー ト

ル未満 建築物

1棟 につき

216 000円

(2) 300平方メー 1・

ル以上2, 000平方

メー トル未満

建築物1棟 につ

き 工 激 ニ



(3) 2, 000平方メー

定め   トル以上5, 000平

る省令  方メー トル未満

(平成   建築物1棟 に

経済  つき ユ広立凹巴

業省 (4) 5, 000平方メー

1・国   トル 以 上 10, 000

交通  平方メー トル未

令   満 建築物1棟

1。以  につき 628000

「建  円

省 (5) 10, 000平方メ

ネ基  一トル以上

25, 000平方メー

下」 と   トル未満 建築

】    物1棟 につき

う。)    二堕己現工ユ

10条 (6) 25, 000平方メ

1項  一トル以上 建

1号  築物1棟につき

(1)    846 000円

び 口

(1)に

める

に

よる非

宅部

辰準等

を定め

る省令

(平成

28年経

済産業

省令 ・

l土交

j勇省令

皇^

号。以

下 「建

築物省

エネ基

準省

令」 と

う。)

第10条

第1項

第1号

イ(1)

及び口

(1)に

ぎめる

店準に

よる非

3) 2, 000平方メ

トル 以上5, 000平

方メー 1・ル未満

建築物1棟 に

4) 5,000平方メ

トル以上10, 000

満 建築物1棟

につき 611 000

円

(5) 10, 000平方メ

ートル 以上

25,000平方メー

トル未満 建築

物1棟につき

722, 000円

(6) 25, 000平方メ

ートル 以上 建

築物1棟につき

823 000円



宅部

る建 築

一部が

である

エネ

び口

(2)に

Cめる

基準に

よる非

住宅部

の各号に掲 げる床

積の合計の区分 に

・、じ、 当該 各号に定

る金 額

(1) 300平方メー ト

ル未満 建築物

1棟 につ き

85, 000円

(2) 300平方メー ト

ル以上2, 000平方

メー トル 未満

建築物 1棟 につ

き 二 二

(3) 2, 000平方 メー

トル 以上5, 000平

方メー トル 未満

建築物 1棟 に

つき 230 000円

(4) 5, 000平方メー

トル 以上10, 000

平方 メー トル 未

満 建築物 1棟

にっ き 300 000

円

(5) 10, 000平方メ

定中

円(こイ系

建築

の全

又は

い が

住宅

・・ある

「1の

エネ

準省

第10

第1

,、第1

1イ

(2)及

ロ

(2)に

める

準に

よろ非

宅部

の各号 に掲 げ る床

積の合計の区分に

・、じ、 当該 各号 に定

る金 額

(1) 300平方 メー ト

ル未満 建築物

1棟 につ き

83 000円

(2) 300平方メー ト

ル以上2, 000平方

メー トル 未満

建築物 1棟 につ

き 139,000円

(3) 2, 000平方 メー

1・ル以上5, 000平

方メー トル 未満

建築物 1棟 に

つき 224 000円

(4) 5, 000平カ メー

トル 以上10、000

平方 メー トル 未

満 建築物 1棟

につ き 292, 000

円

(5) 10,000平方メ



 ートル以上
1 25,000平方メー

トル未満 建築

物1棟につき

(6) 25,000平方メ

ートル以上 建

築物1棟につき

定申

に係

建築

が戸

住宅

・・ある

」 の

宅゙部

建築物1棟 につき

[ご二
=
一部が

共同住

宅であ

る場合

次の各号に掲げる床

面積の合計の区分に

応じ、 当該各号に定

める金額

(1) [略]

(2) 300平方メー ト

ル以上2,000平方

メー トル未満

建築物1棟につ 1

一lヘル以上

25,000平方メー

トル未満 建築

物1棟 につき

(6) 25,000平方メ

ートル 以上 建

築物1棟につき

411,000円

認定申

請に係

る建築

物が戸

建住宅

である

場合の

住宅部

分

建築物1棟 につき

認定申

請に係

る建築

物の全

部又は

一部が

共同住

宅であ

る場合

次の各号に掲げる床

面積の合計の区分に

応じ、 当該各号に定

める金額

(1) [略]

(2) 300平方メー ト

ル以上2,000平方

メー トル未満

建築物1棟 につ 1

建築物

エネルギ

ー消費性

能向上計

画変更認

定申請手

数料

築物省エネ法笈並主

1項 の規定に基づく

築物エネル ギー消費

能向上計画の変更認

の申請 に対する審査

8 建築物

エネルギ

ー消費性

能向上計

画変更認

定申請手

数料

-築物省エネ法玉Ⅱ主

1項の規定に基づく

築物エネルギー消費

能向上計画の変更認

の申請に対する審査

築物省工

性能向上

前審査適

」 証 等の提

がある場



清に係

る建築

物の全

部又は

一部が

非住宅

である

陽合の

J[住宅

祁分

き 10, 000円

(3) 2, 000平ノ7メー

トル以上5, 000平

方メー トル未満

建築物1棟 に

つき 22, 000円

(4) 5, 000平方メー

トル以上 建築

物1棟 につき

39 000円

の各号に掲げる床

積の合計の区分に

・、じ、 当該各号に定

る金額

(1) [略1

(2) 300平方メー Iヘ

ル以上2, 000平方

メー トル未満

建築物1棟につ

き 13, 000円

(3) 2, 000平方メー

トル以上5, 000平

方メー トル未満

建築物1棟 に

つき 39 000円

(4) 5, 000平方メー

トル以上10, 000

住宅  き 9, 500円

分 (3) 2, 000平力メー

トル 以上5, 000平

方メー 1・ル未満

建築物1棟 に

つき 21 000円

(4) 5, 000平方メー

Iヘル以上 建築

物1棟 につき

38 000円

定申 の各号に掲げる床

.に係  の合計の区分に

建築 ・、じ、 当該各号に定

の全 る金額

又は (1) [略1

,が (2) 300平方メー ト

住宅  ル以上2, 000平方

・ある  メー トル未満

」の  建築物1棟 につ

住宅  き 12,500円

分 (3) 2,000平方メー

トル以上5, 000平

方メー トル未満

建築物1棟 に

つき 38000円

(4) 5, 000平方メー

トル 以上10, 000



築物省工

゛性能向上

前審査適

」 証 等の提

がない場

申

係

築

戸

宅

る

の

部

定

に

建

が

住

あ

合

宅

青

る
 

 

、

房

平方メー トル未

満 建築物1棟

につき 61, 500

5) 10, 000平方メ

トル以上

25, 000平方メ

トル未満 建築

物1棟 につき

78, 000円

(6) 25, 000平方メ

ートル以上 建

築物1棟につき

97500円

の各号に掲げる床

積の合計の区分に

・、じ、 当該各号に定

る金額

(1) [略〕

(2) 200平方メー ト

ル以上 建築物

1棟 につき

19, 000円

築物省工

゛性能向上

前審査適

」 証等の提

がない場

平方メー 1ヘル未

満 建築物1棟

につき 60, 000

円

(5) 10, 000平方メ

一1～ル以上

25, 000平方メー

トル未満 建築

物1棟 にっき

75,500円

(6) 25, 000平方メ

ートル以上 建

築物1棟 につき

94500円

の各号に掲げる床

積の合計の区分に

・、じ、 当該各号に定

る金額

(1) [略1

(2) 200平方メー ト

ル以上 建築物

1棟 につき

18,500円



申

係

築

全

は

が

住

あ

合

定

に

建

の

又

部

同

で

場

青

る
 

 

 

 

 

る

の各号に掲げる床

積の合計の区分に

・、じ、 当該各号に定

る金額

(1) 300平方メー ト

ル未満 建築物

1棟 につき

34, 000円

(2) 300平方メー ト

t ム
)つ

10条

1項

2号

(1)

び 口

(1)に

める

こよる

主宅部

築

全

は

が

住

あ

合

建

の

又

部

同

で

場

の各号に掲げる床

積の合計の区分に

・、じ、 当該各号に定

る金額

(1) 300平方メー I・

ル未満 建築物

1棟 につき

33000円

(2) 300平方メー ト



住宅

分

ル以上2, 000平方

メー トル未満

建築物1棟 につ

3) 2, 000平方メ

1ヘル 以 上 5, 000平

方メー トル未満

建築物1棟 に

4) 5, 000平方メ

トル以上 建築

物1棟につき

136, 500円

ル以上2, 000平方

メー I・ル未満

こよる  建築物1棟 につ

き 55, 000円

(3) 2, 000平方メー

トル以上5, 000平

方メー トル未満

建築物1棟 に

つき 93, 000円

(4) 5, 000平方メー

トル 以上 建築

物1棟にっき

133, 000円

次の各号に掲げる床

面積の合計の区分に

応じ、 当該各号に定

める金額

(1) 200平方メー ト

ル未満 建築物

1棟 につき

12,500円

(2) 200平方メー ト

ル以上 建築物

1棟 につき

14,000円





.が  ル未満 建築物

、同   1棟 にっき

であ  晟二並旦

場合 (2) 300平方メー I-

ル以上2,000平ズ

メー トル未満

建築物1棟につ

き 41,000円

(3) 2,000平方メー

トル以上5,000斗

方メー 1・ル未満

建築物1棟 に

つき 71,000円

(4) 5,000平方メー

トル以上 建築

物1棟につき

次の各号に掲げる床

面積の合計の区分に

応じ、 当該各号に定

める金額

(1) 200平方メー 1-

ル未満 建築物

1棟 につき

g ooo円一

(2) 200平方メー ト

・計

イ井用

によ

住宅

ル以上 建築物



1棟 につき

9, 500円

の各号に掲げる床

の合計の区分に

・、じ、 当該各号に定

る金額

(1) 300平方メー 1-

ル未満 建築物

、同   1棟 につき



日1。2、″3:こ,-1、
ル以上2,000平方―

匣担 メー トル未満

四五 建築物1棟 につ

―訟 き 27,500円

1 -(3) 2,000平方メー

トル 以上5,000平

方メー トル未満

建築物1棟につ

1 1 き 49,500円

1 (4) 5,000平方メー

トル 以上 建築

物1棟 につき

74,000阿

認定申

請に係

る建築

物の全

部又は

一部が

非住宅

である

場合の

津築物

盲エネ

些準省

次の各号に掲げる床

面積の合計の区分に

応じ、 当該各号に定

める金額

(1) 300平方メー ト

ル未満 建築物

1棟につき

(2) 300平方メー ト

ル以上2,000平方

メー トル未満

建築物1棟につ

定申 の各号に掲げる床

1に係  の合計の区分に

る建築 ・、じ、 当該各号に定

の全 る金額

又は (1) 300平方メー ト

1 が  ル未満 建築物

住宅  1棟 につき

あ゙る   110 500円

」 の (2) 300平方メー ト

ル以上2, 000平方

エネ  メー トル未満

'   建築物1棟につ



令第10

条第1

項第1

号イ

(1)及

び 口

(1)に

定める

に

よる非

宅部

き 179 000円

3) 2, 000平方メ

トル以上5, 000平

方メー トル未満

建築物1棟 に

4) 5, 000平方メ

トル 以上10, 000

満 建築物1棟

につき 314 000

円

5) 10, 000平方メ

トル以上

25, 000平方メ

トル未満 建築

物1棟 につき

371 000円

(6) 25, 000平方メ

ー トル以上 建

築物1棟 につき

423000円

次の各号に掲げる床

面積の合計の区分に

志じ、 当該各号に定

める金額

(1) 300平方メー ト

よる非

定申

円(こイ系

ろ建築

の全

又は

き 1711, 000円

(3) 2, 000平方メー

トル以」二5, 000平

方メー トル未満

建築物1棟 に

つき 召ムy凹巴

5, 000平方メー

トル以上10, 000

平方メー 1・ル未

満 建築物1棟

につき 305 500

円

(5) io, ooo平方メ

ー 1ヘル 以 上

25,000平方メー

トル未満 建築

物1棟 にっき

361 000円

(6) 25, 000平方メ

ー トノレ以 」二 建

築物1棟につき

411500円

の各号に掲げる床

の合計の区分に

・、じ、 当該各号に定

る金額

(1) 300平方メー 1・



が

宅

る

の

部

住

あ

口

エネ

」1第10

第1

,、弔1

゜ イ

(2)及

ロ

(2)に

める

準に

よる非

宅部

ル未満 建築物

1棟 につき

42, 500円

(2) 300平方メー ト

ル以上2, 000平方

メー トル未満

建築物1棟につ

き 71 000円

(3) 2, 000平方メー

トル以上5, 000平

方メー トル未満

建築物1棟 に

つき 115 000円

(4) 5, 000平方メー

トル 以上10, 000

平方メー I～ル未

満 建築物1棟

につき Ⅱ止旦凶

(5) 10, 000平方メ

ートル以上

25, 000平方メー

トル 未満 建築

物1棟 につき

180 000円

(6) 25, 000平方メ

ートル以上 建

エネ

条第1

(2)に

める

に

よる非

宅部

ル未満 建築物

1棟 につき

41,500円

(2) 300平方メー ト

ル以上2, 000平方

メー 1・ル未濶

建築物1棟につ

き 69,500円

(3) 2, 000平方メー

トル 以上5, 000平

方メー j・ル未満

建築物1棟 に

つき 112, 000円

(4) 5,000平方メー

トノレ以 一ヒ10,000

平方メー I・ル未

満 建築物1棟

につき 14600〇一

円

(5) 10, 000平方メ

ートル 以上

25, 000平方メー

トル未満 建築

物1棟 につき

175500円

(6) 25, 000平方メ

ートル以上 建



59 建築物

エネルギ

ー消費性

能基準適

合認定申

請手数料

建築物省エネ法第41条

第1項の規定に基づく

建築物のエネルギー消

費性能に係る認定の申

請に対する審査

建築物省工認 定中

ネ法第2条 請 に係

第3号 に規 る建第

定する建築.物が戸

物エネルギ建 注宅

-消費性能 で ある

基準に適合 場 合の

することを 住 宅部

証明す る書 分

類 (以下 認定申

「建築物省請に係

エネ性能基 る建築

準事前審査 物 の全

適合証等1 部又は

とい う。) 一部が

の提出があ共 同住

る場合  己二工h

る場合

の住宅

部分

築物1棟につき

211 000円

建築物1棟につき

5 000円

次の各号に掲げる床

面積の合計の区分に

応じ、 当該各号に定

める金額

(1) 300平方メー 1ヘ

ル未満 建築物

1棟 につき

9,000円

2) 300平方メー ト

ル以上2, 000平方

メー トル未満

建築物1棟 につ

き 20 000円

3) 2, 000平方メ

トル 以上5, 000平

方メー トル未満

築物1棟 につき

205,500円



建築物 1棟 につ

き 44 000円

4) 5, 000平方メ

トル 以上 建

物1棟 につき

78, 000円

認定 申 次の各号に掲 げる床

請に係 面 積の合 計の区分に

る建 築 応 じ、 当該 各号 に定

物の全 め る金 額

部又は (1) 300平方メー I・

一部が 1 ル未満 建築物

テ
徐

士
一

1棟 につ き

9 000円

2) 300平方メー ト

ル以上2, 000平方

メー トル 未満

建築物 1棟 につ

き 26, 000円

3) 2, 000平方 メ

トル 以上5 000平

方メー トル 未満

建築物1棟に

っき 78, 000円

(4) 5, 000平方メー

トル 以上10, 000

平方メー トル 未



1 レ
1 ]

1認定申
請に係

る建築

物が戸

建住宅

『- である

『

日
し呟

項第2

号イ

満 建築物1棟

につき 123. 000

5) 10, 000平方メ

25, 000平方メ

トル未満 建築

物1棟 につき

156 000円

6) 25, 000平方メ

トル以上 建

築物1棟につき

195 000円

の各号に掲げる床

積の合計の区分に

1) 200平方メー ト

ル未満 建築物

1棟 につき

34 000円

2) 200平方メー ト

ル以上 建築物

1棟 につき

38 000円



蔗

T
一

秋
一

釈
一

款
一

出
僧

一

剛

請に係

物の全

次の各号に掲げる床

而積の合計の区分に

応じ、 当該各号に定

める金額

(1) 300平方メー ト

ル未満 建築物

1棟 につき

68, 000円

300平方メー ト

ル以上2, 000平方

メー トル未満

建築物1棟 につ

き 112, 000円

(3) 2, 000平方メー

トル以上5, 000平

方メー トル末満

建築物1棟 に

つき igi, ooo円

5, 000平方メー

トル以上 建築

(1)に (4)

定める



刀棒 に 1 物1棟 につき

」 1
宅部分 .

認定中1次の各号に掲げる床

面積の合計の区分に

応じ、 当該各号に定

める金額

(1) 200平方メー I・

ル未満 建築物

請に係

ろ建築

物が戸

建住宅

爾 1棟 につき

巴(2) 200平方メー ト

ル以上 建築物し遣
■「 1棟 につき

弔1

一、 2

1イ

(2)及

ロ

(2)に

める

- に

る゛

11 分

19000円

認定申

請に係 .

6建築1



一

^
Ⅲ

士
一

^
=

物の全

部又は

一部が

共同住

宅であ

る場合

物省エ

ネ基準

める金額

(1) 300平方メー ト

ル未満 建築物

1棟 につき

32, 000円

(2) 300平方メー ト

ル以上2, 000平方

メー トル未満

建築物1棟につ

き 55 000円

1項第

2号イ

(2)及

び 口

(2)に

とめる

展準に

よる住

1条第 (3) 2, 000平方メー

トル以上5, 000平

方メー トル未満

建築物1棟 に

つき gs, ooo円

(4) 5, 000平方メー

トル以上 建築

物1棟 につき

148, 000円

である

場合の

の各号に掲げる床

積の合計の区分に

・、じ、 当該各号に定

る金額

(1) 200平方メー ト

ル未満 建築物

1棟 につき



臣1(2)テ 方メー ト

1 ル以上 建築物

トⅡ 1 1棟 につき

-弔 1

,、弔 2

1イ

(3)及

ロ

(3)に

:疋め る

基準に

よる住

宅部分

認定申 次の各号に掲げる床

面積の合計の区分に

応じ、 当該各号に定

める金額

(1) 300平方メー ト

ル未満 建築物

請に係

る建築

物の全

部 又 は 1

-部がl
肩 唯 ] 1棟 につき

ナ1″゚7,= 二票士j」 暖 1
1勿省- 1 メー トル未満 』
不基準 コ 建築物1棟 につ I
雀 擾 1 き 56,000円 』



1条第 (3) 2, 000平方メ

1項第   1-ル以上5, 000平

2号イ  方メー トル未満

3)及   建築物1棟に

び口    つき 101, 000円

3)に (4) 5, 000平方メ

定める   トル以-L 建

準に  物1棟 につき

よる住   152, 000円

定申 の各号に掲げる床

こ係 積の合計の区分に

る建築 じ、 当該各号に定

の全 る金額

又は 1(1) 300平方メー ト

部が  ル朱満 建築物

住宅  1棟につき

ある  221 000円

合の 1(2) 300平方メー ト

築物  ル以上2, 000平方

エネ  メー トル未満

省  建築物1棟 につ

イに  方メー トル未満

定める   建築物1棟 に



基準に

よる非

住宅部

'h

つき 510, 000円

トル以-L.lO 000

平方メー I・ル未

満 建築物1棟

にっき 628. 000

(5) 1o, ooo平方メ

- i-ル以上

25, 000平方メー

トル未満 建築

物1棟 につき

742, 000円

(6) 25, 000平方メ

ートル以上 建

築物1棟につき

846, 000円

コ,。、定申 次の各号に掲げる床

日に 係  積 の 合 計 の 区 分 に

る建  ・、じ、 当該各号に定

の全 る金額

又は (1) 300平方メー ト

,1が  ル未満 建築物

宅   1棟 にっき

である  85, 000円

場合の (2) 300平方メー ト

堡築惣  ル以-[2, 000平方



号口に

定める

基準に

よる非

一゙宅部

ゞ

第1条第1.1 .

建築物

エネル ギ

ー消費性

築物省

1項 及

,、の規 定

フ
一

士

メー I～ル 未謂

建築物 1棟 につ

き 142, 000円

2, 000平方メー

Iヘル以上5, 000平

方メー トル 未満

建築物 1棟 に

つき 230, 000円

(4) 5, 000平方メー

トル 以上1o, ooo

平方メー トル 未

満 建築物1棟

につ き 300, 000

円

5) 10, 000平方メ

トル 以上

25 000平方メ

トル 未満 建

物1棟 につ き

360 000円

6) 25, 000平方 メ

トノレ以一ヒ

築物 1棟 につ き

422, 000円

9 建築物

エネル ギ

ー消費性

築物省

1項 及

頁の規 定

欠の各 号 に掲 げる床 面積 の合

汁の区分に応 じ、 当該 各号 に

宕める金額



能確保計

(1)及び

口 (1)に

物1棟につき9,000円

(2) O平方メー トルを超え

定める基準

による建築

物省エネ法

第10条第1,

200平方メー トル 未満

建築物1棟にっき34,00C

旦

(3) 200平方メー トル 以上

項の建築物1
エネル ギー

消費性能基

準への適合

を要する住

宅部分 (増

改築にあっ

ては当該増

改築部分。

以下 「標準

計算法によ

る省エネ性

能適合義務

対象.1 とい

う。) 戸建

建築物1棟につき

1建築物省エ 次の各号に掲げる床面積の岩

1ネ基準省令 計の区分に応じ、当該各号に
麩二

(1)及び

定める金額

(1) O平方メー トル 建鎖

画適合性

判定手数

エネル ギー消費性 能

保計画に対する建築

エネル ギー消費性 能

合性判定

能確保計

画適合性

判定手数

エ

保

工

合

計画に対する建築

項第 2号 イ (1) O平 方 メー 1ヘル 建慈



計算法によ

る省エネ性

能適合義務

対象共同住

300平方メー トル未満

建築物1棟につき67,00(

旦

(3) 300平方メー 1・ル以上

宅部分 2,000平方メー トル未満

建築物1棟 につき

(4) 2,000平方メー 1・ル以

上5,000平方メー トル未

満 建築物1棟につき

186 000円

(5) 5,000平方メー 1ヘル以

上 建築物1棟につき

建築物省エ 次の各号に掲げる床面積の名

ネ基準省令 計の区分に応 じ、 当該各号に

第1条第1 定める金額

項第2号イ (1) 0平 方メー トル 建譚

(1)及 び口

(2)又はイ

物1椋 につき9,000円

(2) 0平 方メー トル を超λ

(2)及び口

(1)に定め

る基準によ

る建築物省

200平方メー トル未満

建築物1棟 につき26,00(

旦

(3) 200平方メー トル以上

ロ (1) に 物1棟につき9, 000円

定めろ標準 (2) 0平 方メー 1ヘル な紹2

エネ法第10 建築物1椋 につき



条第 1項 の

建築物エネ

ルギー消費

性能基準へ

の適合 を要

する住 宅部

分 (増改築

にあっては

当該 増改築 一

部分。 以下

「仕様 ・計

.算併 用法 に

よる省 エネ

性能適合義

.務対象」 と

いう )戸

28,000円

建築物省エ

ネ基準省令

(1)及 び ロ

(2)又 はイ

(2)及 び ロ

(1)に定 め

算併用法 に

よる省 エネ

欠の各号 に掲 げる床 面積 の合

汁の区分に応 じ、 当該 各号 に

1) O平 方 メー トル  建築

物1棟 につ きg, ooo円

2) O平 方 メー トル を超 え

300平方 メー トル 未満

建築物 1棟 につ き50, 000



上5,000平方メー jへ.ル未

満 建築物1棟につき

(5) 5000平方メー トル以ア

上 建築物1棟につき

207 000円

次の各号に掲げる床面積の1

計の区分に応じ、当該各号(

定める金額

(1) [略]

(2) O平方メー 1・ルを超;

300平方メー トル未満

建築物1棟につき

(3) 300平方メー トル以上

津築物省エ

ネ基準省令

第1条第1

項第1号イ

に定める基

準による建

築物省エネ

法玉且蕊第

1項の建築

物エネルギ

ー消費性能

基準 へ の適

合を要する

部分 (増改

築にあって

は当該増改

蘂部分。以

の各号に掲げる床面積の合

十の区分に応 じ、当該各号に

める金額

(1) [略1

(2) O平方メー トルを超え

300平方メー トル未満

建築物1棟につき

221 000円

(3) 300平方メー トル以上

2,000平方メー トル未満

建築物1棟につき

358, 000円

(一吋  2,000平方メー トル以

性能適合義  2,000平方メー j・ル未満

務対象共同   建築物1棟につき

住宅部分   罫J並旦

(4) 2、000平方メー 1・ル以

物エネルギ  1, 000平方メー トル未満

-消費性能   建築物1棟につき

基準への適  誼1 立凹丑

合を要する生  1, 000平方メートル以

部分 (増改  上2, 000平方メー トル未

築にあって  満 建築物1棟につき

は当該増改  二ム立狙巴

・築部分。以(5) 2,000平方メー トル以



「省エネ  上5, 000平方メー トル 未

合義  満 建築物 1棟 につき

対象部   510 000円

」 とい (5) 5, 000平方メー トル 以

う。)     上10, 000平方メー トル 未

満 建築物1棟 につ き

628, 000円

(6) 10, 000平方メー トル 以

上25, 000平方メー トル 未

満 建築物1棟 につ き

742, 000円

(7) 25, 000平方 メー トル 以

上 建築物 1棟 につき

846, 000円

省工 の各号 に掲 げる床 面積 の合

゛基準省令 の区分に応 じ、 当該 各号 に

1条 第 1 める金 額

1号 口 (1) [略1

に定 める基 (2) O平 方 メー トル を超 え

による省  300平方 メー トル 未満

ネ性能適  建築物1棟にっき,850並

」  対象  旦

.分    (3) 300平方 メー トル 以上

2,000平方 メー トル 未満

建築物 1棟 につ き

142,000円



ネ基準省令

策1条第±.

豊 1

皇上遵毘1

(1)及び

口 (1) に.

Cめる基準

吻省エネ法 j

建築物

エネル ギ

ー消費性

能確保計

画変更適

合性判定

等手数料

エネ法笈堅歩

2項及び第且蕊第3

,、の規定に基づく建 築

エネルギー消費性能

保計画の変更に対す

る建築物エネルギー消

性能適合性判定又は エ ネ性能適

のエネルギー消 合 義務対象

性能の向上に関する 部分

工  2, 000平方メー Iヘル以

上5, 000平方メー トル未

満 建築物1棟につき

230 000円

Ωu 5, 000平方メー トル以

上1o, ooo平方メー トル未

満 建築物1棟につき

300 000円

1(6) 10, 000平方メー トル以
上25, 000平方メー トル未

満 建築物1棟につき

360 000円

(7) 25, 000平方メー トル以

上 建築物1棟 につき

422, 000円

欠の各号に掲げる床面積の合

汁の区分に応 じ、 当該各号に

lめる金額

:1) O平方メー トル 建築

物1棟につき4, 500円

[2) O平方メー トル を超え

300平方メー トル未満

建築物1棟 にっき

110 500円

2 建築物

エネルギ

ー消費性

能確保計

画変更適

合性判定

等手数料

エネ法笈旦未

2項及び笈豆蕊第3

,、の規定に基づく建 築

エネルギー消費性能

保計画の変更に対す

建築物エネルギー消

性能適合性判定又は

のエネルギー消

性能の向上等に関す

上2, 000平方メー j・ル未

満 建築物1棟にっき

139,000円

工  2, 000平方メー トル 以

上5,000平方メー トル未

満 建築物1棟にっき

224, 000円

ム吐 5, 000平方メー 1・ル以

上10, 000平方メー 1・ル未

満 建築物1棟につき

292,000円

(7) 10, 000平方メー トル 以

上25,000平方メー 1・ル未

満 建築物1棟につき

351000円

(8) 25, 000平方メー トル 以

上 建築物1棟につき

411,000円

欠の各号に掲げる増加する部

今の床面積の合計の区分に応

じ、 当該各号に定める金額

11) 200平方メー トル未満

建築物1棟 につき

34000円

'2) 200平方メー トル以上

建築物1棟 につき

38, 000円



律施行規則 (平成

年国土交通省令第 5

1)笈旦蕊の規定に基

ぐ軽 微 な変 更に該 当

してい ることを証す る

. 面の請 求に対す る審

3) 300平方メー トル 以上

2, 000平方メー トル 未満

建築物1棟につき

179, 000円

4) 2, 000平方メー Iヘル 以

上5, 000平方メー Iヘル 未

満 建築物 1棟 につ き

255 000円

5) 5 000平方メー トル 以

上10 000平方メー トル 未

満 建築物 1棟 につ き

314. 000円

6) 10, 000平方メー トル 以

上25 000平方 メー トル 未

満 建築物1棟 につ き

371 000円

上 建築物1棟 につ き

423 000円

建築物省エ

ネ基準省令

(1) 及び

ロ (1) に

定める標準

計算法 によ

建築物省工次の各号に掲げる床面積の合

ネ基準省令計の区分に応じ、当該各号に

第1条第1定める金額

項第1号口 (1) O平方メー トル 建築

に定める基  物1棟につき4, 500円

準による省 (2) O平方メー トルを超え

エネ性能適  300平方メー トル未満

る法 律施行規則 (平成

年国土交通省令第 5

1)玉圧杢の規定に基

ぐ軽 微 な変更に該 当

してい ることを証 する

1 面 の請求に対す る審

第10条第1

項の建築物

エネル ギー

消費性能基

準への適合

を要す る住

宅剖分 (増

・改築 にあっ

ては 当該 増

改築部分。

以下 「標準

計算法 によ

る省 エネ性

能適合義務

対象」 とい

う ) 戸建

住宅部分の

床面積 が増

加す る場 合

の変更

欠の各号に掲 げる増加す る部

分の床面積の合 計の区分に応

じ、 当該 各号 に定 める金 額

(1) 300平方 メー トル 未満

建築物 1棟 につ き

67 000円

(2) 300平方メー トル 以上



ろ省 エネ性

能適合義務

2,000平方メー I-ル宋満

建築物 1棟 につ き

対象共同住

宅部分の床

110 000円

(3) 2,000平方メー 1・ル以

上5,000平方 メー トル 未 1
する場 合の 満 建築物 1棟 につ き 1
変更 186 000円

(4) 5,000平方 メー 1・ル以 .1
上 建築物 1棟 につ き

266 000円

建築物省エ 次の各号に掲げろ当初判定部

分の床面積の今計の区分に応

じ、 当該 各号 に定 める金 額 1:ネ基 準省令

(1) 及び (1) O平方メー1・ル 建築

物1棟 につ き4,500円ロ (1) に

定める標準 (2) O平 方 メー トル を超 え

200平方 メー トル 未満計算法 によ

る省 エネ性 建築物 1棟 につき17,000

能適合義務

対象戸建住

旦

(3) 200平方 メー トル 以上

建築物 1棟 につ き 1宅部分 の床

面f責の土曽力口

がないその

他の場合の

二里

19000円

建築物省エ

ネ基準省令

」 義 務対象 建築物 1棟 につ き42, 500

3) 300平 方メー トル 以上

2, 000平方メー トル 未満

建築物 1棟 につ き

71 000円

4) 2, 000平方メー トル 以

満 建築物 1棟 につ き

115, 000円

満 建築物 1棟 につ き

150 000円

上25 000平方 メー トル 未

満 建築物1棟 につ き

180 000円

7) 25. 000平方メー トル 以

上 建築物1棟 につ き

211 000円



第2号 イ じ、 当該各号に定める金額

1) O平方メー トル 建築

物1棟 につき4,500円

300平方メー トル未満

建築物1棟につき33, 500

口 (1) に

定める標準

計算法によ

る省エネ性

能適合義務

対象共同住

宅部分の床

がないその

他の場介の

変更

爾 ,

E(2)及びロ
(1)に定め

る基準によ

(3) 300平方メー {・ル以上

2, 000平方メー 1ヘル未満

建築物1棟 につき

55, 000円

(4) 2,000平方メー トル 以

上 5, 000平 方 メー 1ヘル 未

満 建築物1棟 につき

93 000円

(5) 5, 000平方メー トル以

上 建築物1棟 につき

133 000円

次の各号に掲げる増加する部

分の床面積の合計の区分に応

じ、 当該各号に定める金額

(1) 200平方メー トル未満

建築物1棟 につき

26000円

(2) 200平方メー トル以」二

建築物1棟 につき

28 000円



る建築物省

エ ネ法 第 10

条第1項の

建築物エネ

ルギー消費

性 能 基 準 へ

の適合を要

・する住宅部

分 (増改築

にあっては

当該増改築

部分。以下

「仕様・計

算併用法に

よる省エネ

性能適合義

務対象」 と

加する場

口 の変更

建築物省エ

ネ基準省令

(1)及び口1

次の各号に掲げる増加する部

分の床面積の合計の区分に応

じ、当該各号に定める金額

(1) 300平方メー トル未満

(2)又はイ 建築物1棟につき



(2)及び口  50000円

(1)に定め (2) 300平方メー 1・ル以上

2, 000平方メー トル未満

建築物1棟 につき

82, 000円

(3) 2,000平方メー 1・ル以

上5, 000平方メー 1ヘル未

満 建築物1棟につき

142, 000円

(4) 5, 000平方メー 1・ル以

る仕様・計

算併月法に

よる省エネ

性能適合義

務対象共同

住宅部分の

床面積が増

加する場今

の変更

建築物省エ

ネ基準省令

(1)及びロ

(2)又はイ

(2)及びロ

(1)に定め

る仕様・計

算併用法に

よろ省エネ

性能適合義

務対象戸建

住宅部分の

床面積の増

加がないそ

上 建築物1棟 につき

207 000円

の各号に掲げる当初判定部

分の床面積の合計の区分に応

じ、 当該各号に定める金額

物1棟につき4, 500円

2) O平 方メー トル を超え

200平方メー トル未満

建築物1棟 につき13, 000

3) 200平方メー トル以上

建築物1棟 につき

14,000円



の他の場合

の変更

建築物省エ 次の各号に掲げる当初判定部

分の床面積の合計の区分に応

じ、 当該各号に定める金額

ネ基準省令

(1)及び口 (1) 0平 方メー 1・ル 建築

物1棟 につき4、500円(2)又はイ

(2)及びロ (2) 0平 方メー トル を超え

300平方メー トル未満(1)に定め

る仕様・計 建築物1棟 につき25,000

算併用法に

よる省エネ

旦

(3) 300平方メー 1・ル以上

2,000平方メー トル未満性能適合義

務対象共同 建築物1棟 につき

住宅部分の

床面積の増

41 000円

(4) 2,000平方メー 1・ル以

上5 000平方メー トル未7加がないそ

の他の場合 満 建築物1棟につき

の変更

(5) 5,000平方メー トル以

上 建第物1棟につき

103500円

建築物省エ

ネ基準省令

第1条第1

項第1号イ

→
へ
o

に定める基 300平方メー トル未満



非住宅部分

の床面積が

増加する場

合の変更

1,000平方メー トル未満

建築物1棟 につき

(3) 1,000平方メー I・ル以

上2,000平方メー トル未

満 建築物1棟 につき

348,000円

(4) 2,000平方メー トル 以

上5 000平方メー 1ヘル未?

満 建築物1棟につき

496000円

(5) 5000平方メー 1・ル以

上 10 000平 方 メー {ヘル 牙ア

満 建築物1棟 につき

611 000円

(6) 10,000平方メー トルち

上25 000平方メー トル牙?

満 建築物1棟 につき

(7) 25,000平方メー トル ら

上 建築物1棟につき

建築物省エ 次の各号に掲げる当初判定音1

ネ基準省令 分の床面積の合計の区分に茹

準による省  建築物1棟につき

エネ性能適  216 000円

合義務対象 (2) 300平方メー 1・ル以一ヒ



第王条第1

項第1号イ

に定める基

準による省

エネ性 能適

合義務対象

非住宅部分

の床面積の

増加がない

その他の場

合の変更

じ、 当該 各号 に定 める金 額

1) O平 方メー トル  建

物1棟 につ き4,500円

建築物 1棟 につ き

108, 000円

建築物1棟 につ き

135,000円

満 建築物 1棟 につ き

174,000円

5) 2,000平方 メー トル 以

満 建築物 1棟 につ き

248, 000円

上10 000平方 メー トル 未

満 建築物1棟につき

305,500円

上25,000平方 メー トル 未

満 建築物 1棟 につ き

361 000円




